
教育委員会定例会日程

平成２３年３月２４日

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 会議録署名委員の決定

４ 議 事

日程第１

請願第１号

平成２４年度使用中学校教科用図書採択検討委員会設置に関する請願

（教育指導課）

５ 報告事項

（１）市議会３月定例会の概要について （資料１ 学校教育部 生涯学習部）

（２）東北地方太平洋沖地震の対応について（資料２ 学校教育部 生涯学習部）

（３）平成２２年度学校支援地域本部事業について （資料３ 教育指導課）

（４）雑誌スポンサー制度の実施について （資料４ 図書館）

（５）片浦小学校に関する要望書について （資料５ 教育総務課）

６ 議 事

日程第２

議案第５号

小田原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

（教育総務課）

日程第３

議案第６号

小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正

する規則 （教育総務課）

日程第４

議案第７号

小田原市教育委員会文書管理規則の一部を改正する規則 （教育総務課）



日程第５

議案第８号

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正す

る規則 （教育総務課）

日程第６

議案第９号

小田原市教育委員会教育長の職務の代理に関する規則の一部を改正する規則

（教育総務課）

日程第７

議案第１０号

小田原市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則 （教育総務課）

日程第８

議案第１１号

小田原市立学校組織規則等の一部を改正する規則 （学校教育課）

日程第９

議案第１２号

小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

（学校教育課）

日程第１０

議案第１３号

学校教育法施行細則の一部を改正する規則 （教育指導課）

日程第１１

議案第１４号

小田原市総合文化体育館条例施行規則等を廃止する規則 （スポーツ課）

日程第１２

議案第１５号

校長及び教頭の人事異動の内申について（学校教育課） 【非公開】

日程第１３

議案第１６号

教育委員会職員の人事異動について（教育総務課） 【非公開】

７ 閉 会
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平成２３年３月市議会定例会の概要について

第 １日目 ２月１６日 水 本 会 議

補正予算上程、提案説明、細部説明、（休憩）、質疑、

常任委員会付託

請願・陳情常任委員会付託

新年度予算上程、施政方針演説、提案説明

第 ２日目 ２月１７日 木 （代表質問通告締切）

第 ３日目 ２月１８日 金 （18日＝建設経済常任委員会）

第 ４日目 ２月１９日 （土）

第 ５日目 ２月２０日 （日）

第 ６日目 ２月２１日 月 （21日＝厚生文教常任委員会）

第 ７日目 ２月２２日 火 （22日＝総務常任委員会）

第 ８日目 ２月２３日 水

（休会）

（23日＝委員長報告書検討日）

第 ９日目 ２月２４日 木 本 会 議
各常任委員長審査結果報告、採決

請願・陳情審査結果報告、採決

第１０日目 ２月２５日 金

第１１日目 ２月２６日 （土）

第１２日目 ２月２７日 （日）

第１３日目 ２月２８日 月

（休会）

第１４日目 ３月 １日 火 本 会 議 各派代表質問

第１５日目 ３月 ２日 水 本 会 議 各派代表質問

第１６日目 ３月 ３日 木 本 会 議 各派代表質問、予算特別委員会付託

第１７日目 ３月 ４日 金
予算特別委員会開催（４日～23日）

予特（議会費、総務費、特別会計）

第１８日目 ３月 ５日 （土）

第１９日目 ３月 ６日 （日）

第２０日目 ３月 ７日 月 予特（総務費、民生費）

第２１日目 ３月 ８日 火 予特（衛生費、特別会計、企業会計）

第２２日目 ３月 ９日 水 （９日＝中学校卒業式）

第２３日目 ３月１０日 木 予特（労働費、農林水産業費、商工費、特別会計）

第２４日目 ３月１１日 金 予特（土木費、消防費、特別会計、企業会計）

第２５日目 ３月１２日 （土）

第２６日目 ３月１３日 （日）

第２７日目 ３月１４日 月 予特（教育費）

第２８日目 ３月１５日 火 予特（現地視察）

第２９日目 ３月１６日 水

第３０日目 ３月１７日 木 予特（総括質疑・採決・とりまとめ）

第３１日目 ３月１８日 金 （18日＝幼稚園卒園式）

第３２日目 ３月１９日 （土）

第３３日目 ３月２０日 （日）

第３４日目 ３月２１日 （月） （21日＝春分の日）

第３５日目 ３月２２日 火

第３６日目 ３月２３日 水

（休会）

予特（委員長報告書検討日） （23日＝小学校卒業式）

第３７日目 ３月２４日 木 本 会 議 予算特別委員長審査結果報告、採決

資料 １
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厚生文教常任委員会（教育委員会関係）

平成２３年２月２１日開催

１ 議 題

議案第 ２ 号 平成２２年度小田原市一般会計補正予算（所管事項）

平成２３年２月２日開催

２ 所管事務調査

（１）報告事項

・御用米曲輪整備計画（実施設計）の進捗状況について

１ 議 題

陳情第 104号 小田原城址の史跡と緑の共生を求める陳情書〔不採択〕

２ 所管事務調査

（１）報告事項

・酒匂川スポーツ広場の災害復旧工事について

・全国学力・学習状況調査について

・学校２学期制検討委員会の経過について
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小田原城址の史跡と緑の共生を求める陳情書

小田原市教育委員会は本年５月末、「史跡小田原城跡本丸・二の丸植栽管理計画」を策定し、発表

しました。

市の「植栽管理計画」は「城跡の歴史的景観と遺構の保全を図るための植栽管理の計画」であり、

市民の憩いの場であり、且つ中心市街地に貴重な緑を供給、提供している都市公園の側面が脇に

おかれ、軽視されていると考えます。また、文化庁が平成 17年に公表した「史跡の整備保存と活

用」の指導基準にもそぐわないと思います。

市の「植栽管理計画」の「短期実施計画」では「８箇所のビューポイントを設定し、ここから天

守閣や常盤木門の視界を遮っている樹木の伐採等については、史跡整備を待たずに早急に行う必

要があるため短期実施計画として位置付け、概ね５年間の計画で樹木の整理を実施する」と述べ、

この計画にともなって発表された植栽図の番号ＮＯ１～ＮＯ58 の箇所の内、30 箇所でマツ 90 本

クスノキ 109 本 スギ７本 エノキ６本 シラカシ４本 ムクノキ３本 スダジイ２本 タブノ

キ イチョウ サワラ各１本 その他30本 合計254本以上が天守閣等の視界を遮っているとの

理由で「伐採並びに相当の枝下し」になると述べられています。

ＮＯ14 天守閣西側法面の４本、ＮＯ15 二宮神社北側法面の 14 本は「伐採並びに相当の枝下し」

をすると「植栽管理計画」は述べていますが、今年３月すべて根元から「伐採」されています。

又、ＮＯ43 北村透谷石碑周辺のマツ等４本も「伐採並びに相当の枝下し」と記されていますが、

これも４本すべて市民の抗議をよそに「伐採」されました。

小田原城址は、神奈川県風致地区条例により第一種風致地区に指定されており、伐採許可は、倒

木の恐れ、史跡の整備等の場合に限られており、天守閣の視界を遮っているという理由だけでは

伐採は許されないはずですが、ＮＯ14 ＮＯ15は許可申請などの「所要の手続き」もせず「伐採」

しており、これは公金の不当支出、監査請求に対象になりうると考えられます。

ＮＯ35 ＮＯ42 ＮＯ45 ＮＯ46 のマツ 36 本 タイサンボク１本 ヤマモモ１本は「将来史跡

整備を行う際には整理の対象とする」と述べ、いずれは「伐採」する予定です。

ＮＯ16 ＮＯ17 ＮＯ18 ＮＯ19 ＮＯ32 ＮＯ33 ＮＯ34 ＮＯ36 ＮＯ41 ＮＯ44 ＮＯ50

ＮＯ51 ＮＯ56の箇所は「整枝を定期的に行い、現在の高さを維持する」としていますが、すべ

て「当面は」との言葉がついており、将来「伐採」する余地を残しています。

保護・保存する樹木は江戸末期に存在が確認されたとするマツ、イヌマキ、ビャクシン等６本に
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過ぎません。

このように市の「植栽管理計画」は「伐採管理計画」と呼ぶべき内容です。

「植栽管理計画」にたいする市民からの批判が予想以上に厳しくなると、市は「今後、専門家等

で構成する植栽に係る委員会を設置し、一本一本の樹木について具体的な検証・検討しながら、

順次、計画を策定することにしていきます」

「対象となっている約 260本の樹木を、すべて伐採するのではありません。ほとんどの樹木は「枝

下し」になると想定しています」と９月の市民説明会の説明資料で述べ、12月の市の広報誌では

「史跡と緑の共生を目指します」「植栽専門部会を設置し」「市民説明会や現地見学会を開催し、

市民の意見や提案を集約して、可能な限り反映させます」と述べています。

私たちは、市が新しく打ち出した「史跡と緑の共生を目指す」「市民の意見や提案を可能な限り反

映させます」という運用指針を評価し、「植栽管理計画」の白紙撤回を求める陳情書を小田原城址

の史跡と緑の共生を求める陳情書にさしかえ、「計画」の白紙撤回をもとめる署名活動も一時中断

することにして、以下の項目の実行を求めます。

【陳情項目】

１ 「史跡小田原城跡本丸・二の丸植栽管理計画」運用指針に示された「史跡と緑の共生を目指

す」という「理念」を担保する小田原市長と、同教育長による確認文書を作成、公表すること

２ 史跡整備や植栽、伐採にあたっては、市民に計画の全容を示し、市民の賛同を得ること

以上

平成 22年 12月９日

小田原市議会議長

今村 洋一 様

小田原市久野 3487-６

小田原城址の緑を守る会

代表 鈴木 志眞夫
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平成２３年小田原市議会３月定例会

代表質問（３月１日～３日）

質問順 １ 日本共産党 ２７番 田中利恵子

３ 福祉・くらし・教育を守る施策について

（１０）３０人学級の実現について

（１１）いじめ・不登校対策の充実について

（１２）放課後児童クラブの充実について

（１３）校舎の改修と建設について

（１４）戦争賛美の歴史教科書は採択しないことについて

５ 緑と環境を守ることについて

（２）城址公園の植栽管理を市民合意で進めることについて

質問順 ２ 新生クラブ １４番 俵 鋼太郎

４ 子育て・教育について

（２）教育現場の現状について

６ 歴史・文化について

（２）（仮称）おだわら生涯学習大学の具体的構想について

質問順 ３ 緑の風 ６ 番 安野裕子

３ いのちを大切にする小田原

（３）学校教育について

４ 希望と活力あふれる小田原

（２）歴史資産の整備・活用と文化振興について

質問順 ５ グループ創和 ７ 番 大村 学

１ 平成２３年度施政方針について

（３）子育て・教育について

ア 放課後児童クラブの今後について

２ 平成２３年度当初予算について

（１）御幸の浜プールについて

質問順 ６ 公明党 １０番 小松久信

３ 環境問題について

（７）アニマルセラピー等について

４ 教育問題について

（１）言語の通級による指導等について

（２）学校施設等の整備、管理等について

（３）いじめ対策等について

（４）学校トイレについて

（５）放課後児童クラブについて

５ その他懸案事項等について

（４）城址公園の植栽管理等について

質問順 ７ 至誠 １３番 加藤仁司

１ 平成２３年度施政方針並びに予算案における市政運営に当たっての基本方針について

（２）組織・機構の変更に伴う職員配置等について

２ 平成２３年度重点方針について

（２）小田原の良さを生かした教育について

３ 分野別基本方針の「いのちを大切にする小田原」について

（３）「子育て・教育」における二学期制、小学校英語教育、体験学習施策等について

４ 分野別基本方針の「希望と活力あふれる小田原」について

（２）「歴史・文化」における史跡小田原城跡本丸・二の丸整備基本構想等について
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議

員
NO

答

弁
質 問 要 旨 答 弁 要 旨

田

中
１

教

育

長

３ ０ 人 学 級 の 実

現 に 向 け て 、 ま

ず は 小 学 校 ３ 年

生 ま で の ３ ５ 人

学 級 を 実 現 さ せ

て は ど う か 、 見

解 を 伺 う 。

本 市 で は 、現 在、小 学 校 1 年 生・ ２ 年 生 に お い て 、市 の

少 人 数 指 導 ス タ ッ フ を 配 置 し な が ら 、３ ５ 人 学 級 を 実 施 し

て い る 。 一 方 、 平 成 ２ ３ 年 度か ら は 、 国 や 県 で 、 小 学 校 1

年 生 に お い て 一 律 少 人 数 学 級 編 制 を 実 施 す る 予 定 と な っ

て い る が 、実 際 に は 、少 人 数 学 級 実 施 の た め の 県 か ら の 新

た な 職 員 の 増 は 見 込 ま れ な い よ う で あ り 、 こ れ ま で と 同

様 、市 の 少 人 数 ス タ ッ フ を 配 置 せ ざ る を 得 な い 状 況 は 変 わ

ら な い 。し た が っ て 、平 成 ２ ３ 年 度 の 小 学 校 ３ 年 生 ま で の

少 人 数 学 級 を 実 施 す る た め に は 、市 と し て さ ら に 新 た な 少

人 数 指 導 ス タ ッ フ の 人 件 費 を 確 保 し な け れ ば な ら ず 、難 し

い 状 況 で あ る と 考 え る 。し か し な が ら 、今 ま で の 低 学 年 の

３ ５ 人 学 級 の 実 施 か ら 、少 人 数 学 級 が 、学 習 面 や 生 活 面 に

お い て 、児 童 一 人 ひ と り に 目 が 行 き 届 き 、き め 細 や か な 指

導 が 可 能 と な る と い っ た メ リ ッ ト は 教 育 委 員 会 と し て も

理 解 し て お り 、今 後 も 、国 や 県 の 動 向 を 注 視 し な が ら 、本

市 に お け る 少 人 数 学 級 編 制 の よ り 良 い あ り 方 を 検 討 し て

ま い り た い と 考 え て い る 。

田

中
２

教

育

長

幼 稚 園 や 保 育 園

と 学 校 と が 連 携

を し て 、 不 登 校

を 生 ま な い よ う

な シ ス テ ム を 作

る べ き と 考 え る

が 、見 解 を 伺 う 。

本 市 で は 、平 成 １ ９ 年 度 よ り 、学 び や 育 ち の 連 続 性 と い

う 視 点 か ら 、 幼・ 小 ・ 中 の 教 職 員 が 一 体 と な っ て 、一 人 ひ

と り の 子 ど も の 成 長 を 担 う た め の「 幼 ・小 ・中 一 体 教 育 検

討 委 員 会 」を 立 ち 上 げ 、一 体 教 育 を 推 進 し て い る 。そ の 中

で 、中 学 校 区 に お け る 連 絡 会 や 情 報 交 換 会 等 が 位 置 付 け ら

れ 、不 登 校 対 策 の 課 題 に つ い て も 検 討 を 行 っ て い る 。さ ら

に 、平 成 ２ ２ 年 度 に お い て は 、市 立 保 育 所 も 加 え た 幼 保 ・

小・ 中 一 体 教 育 の 取 り 組 み を 進 め て い る と こ ろ で あ る 。今

後 と も 不 登 校 が 少 な く な る よ う に 、引 き 続 き 、幼 保 ・ 小 ・

中 一 体 教 育 を 進 め る と と も に 、子 育 て 支 援 課 や 児 童 相 談 所

等 の 関 係 機 関 と の 連 携 を 図 っ て 取 り 組 ん で ま い り た い 。

田

中
３

教

育

長

訪 問 相 談 員 や 校

内 支 援 室 指 導 員

な ど 、 必 要 な 人

員 を 増 員 す べ き

と 考 え る が 、 見

解 を 伺 う 。

本 市 で は 、現 在 、中 学 校 ４ 校に 、学 校 の 支 援 体 制 の 下 に

家 庭 訪 問 等 を 行 う「 不 登 校 生 徒 訪 問 相 談 員 」を 派 遣 し て い

る 。 ま た 、「 学 校 に 行 く こ と は で き る が 、 教 室 に 入 る こ と

が で き な い 児 童・ 生 徒 」の た め に 、全 小・ 中 学 校 に 校 内 支

援 室 を 設 置 し 、中 学 校 に は 、様 々 な 支 援 員 等 を 派 遣し て い

る 。さ ら に 、平 成 ２ ２ 年 度 よ り 、校 内 支 援 室 の 効 果 的 な 運

営 を 研 究 す る た め に 、中 学 校 ２ 校 に 指 導 員 を 派 遣 し 、複 数

の 職 員 で 対 応 し て い る 。ま た 、小 学 校 ５ 校 に 児 童 が 悩 み 等

を 相 談 で き る よ う に「 ハ ー ト カ ウ ン セ ラ ー 」の 派 遣 や 各 中

学 校 区 に ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー を 1 名 配 置 す る な ど の 取

り 組 み も 行 っ て い る 。 ご 指 摘 の と お り 、 不 登 校 対 策 に は 、

様 々 な 人 が 関 わ る こ と が 大 切 で あ る と 考 え て お り 、今 後 も

引 き 続 き 、不 登 校 生 徒 訪 問 相 談 員 や 校 内 支 援 室 指 導 員 等 の

人 的 配 置 を 心 が け て い き た い 。

※ 代表質問（学校教育部）
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田

中
４

市

長

子 ど も た ち の た

め に 校 舎 等 の 改

修 ・ 建 設 を 進 め

る べ き と 考 え る

が い か が か 。

学 校 施 設 に つ い て は 、 子 ど も た ち の安 全 確 保 を 優 先 に 、

外 壁 改 修 や 防 水 工 事 等 、 必 要 な 整 備 を 行 っ て い る 。 ま た 、

校 舎 リ ニ ュ ー ア ル 事 業 や 、大 規 模 な ト イ レ 改 修 等 の 教 育 環

境 の 整 備 も 併 せ て 行 っ て い る 。 平 成 ２ ３ 年 度 当 初 予 算 で

は 、教 室 の 床 等 の 改 修 の ほ か 、小 ・中 学 校 の 普 通 教 室 へ の

扇 風 機 設 置 や 幼 稚 園 の 遊 戯 室 へ の 空 調 設 備 の 設 置 を 行 う

予 定 で あ る 。大 変 厳 し い 財 政 状 況 の 中 で は あ る が 、学 校 の

意 見 を 聞 き 、優 先 順 位 を 付 け 、国 庫 補 助 の 活 用 も 図 り な が

ら 、 学 校 施 設 の 整 備 を 進 め て ま い り た い 。

田

中
５

教

育

長

子 ど も に よ い 教

科 書 を 採 択 す る

こ と に 対 す る 、

教 育 委 員 会 と し

て の 見 解 を 伺

う 。

文 部 科 学 省 の 検 定 済 み 教 科 書 は 、改 正 教 育 基 本 法 や 新 学

習 指 導 要 領 に の っ と っ て 作 成 さ れ て い る も の で あ り 、教 育

委 員 会 と し て は 、そ れ を 前 提 に 、学 校 や 地 域 等 の 特 性 を 考

慮 し て 、児 童 ・生 徒 に と っ て よ り 望 ま し い 教 科 書 を 、公 正

で 公 平 な 手 続 き に よ り 採 択し て い く 所 存 で あ る 。

田

中
６

教

育

長

平 成 ２ １ 年 度 及

び 平 成 ２ ３ 年 度

実 施 の 中 学 校 教

科 書 採 択 に 関 わ

る 請 願 が 教 育 委

員 会 に 提 出 さ れ

て い る か、ま た 、

そ の 内 容 は ど の

よ う な も の か 伺

う 。

平 成 ２ １ 年 度 に 行 わ れ た 中 学 校 教 科 用 図 書 の 採 択 に 関

す る 請 願 に つ い て は 、 ３ 件 の 提 出 が あ っ た 。 主 な 内 容 は 、

「 教 育 基 本 法 及 び 学 習 指 導 要 領 の 改 正 の 趣 旨 に 照 ら し て 、

最 も ふ さ わ し い 教 科 書 の 採 択 を 求 め る 」と い う も の で あ っ

た 。ま た 、平 成 ２ ３ 年 度 に 行 わ れ る 中 学 校 教 科 用 図 書 の 採

択 に 関 す る 請 願 は 、 現 在 の と こ ろ 提 出 さ れ て い な い 。

俵 ７
教

育

長

本 市 の い じ め の

対 策 に つ い て 、

ど の よ う に 考 え

る か 、 伺 う 。

い じ め を 減 少 さ せ る た め に は 、子 ど も 一 人 ひ と り に 、人

を 思 い や る 温 か い 心 や 、仲 間 を 大 切 に す る 広 い 心 を 育 む こ

と が 重 要 で あ る 。そ の た め に は 、仲 間 と と も に 活 動 を 生 み

出 し た り 、 創 り 上 げ た り す る 活 動 を 多 く 取 り 入 れ る な ど 、

協 働 や 協 調 の 喜 び を 体 感 さ せ 、人 と 関 わ る 力 を 身 に 付 け さ

せ て い く こ と が 大 切 で あ る と 考 え て い る 。各 学 校 で は 、い

じ め の 早 期 発 見 と 未 然 防 止 の た め に 、日 常 的 に 子 ど も の 変

化 を 見 逃 さ な い 、い じ め は 絶 対 に 許 さ な い と い う 意 識 を 持

ち 、教 職 員 が 一 体 と な っ て 、保 護 者や 地 域 と 連 携 し て 指 導

に あ た っ て い る 。 教 育 委 員 会 と し て は 、 各 学 校 に 対 し て 、

い じ め は 、「 し な い 、 さ せ な い 、 許 さ な い 」 を 、 キ ー ワ ー

ド と し て 早 期 発 見 、 未 然 防 止 に 努 め る よ う 指 導 し て お り 、

児 童 ・ 生 徒に は 様 々 な 機 会 を と ら え 、 啓 発 す る と と も に 、

教 職 員 が 、い か な る い じ め も 見 逃 す こ と の な い よ う 指 導 し

て い る 。
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俵 ８
教

育

長

本 市 の 不 登 校 児

童 生 徒 の 実 態 把

握 の 方 法 と そ こ

か ら 見 え る 現 状

に つ い て 、伺 う 。

教 育 委 員 会 で は 、平 成 ２ ０ 年 度 よ り 不 登 校 対 策 強 化 事 業 と

し て 、児 童 ・ 生 徒 の 欠 席 の 状 況 を 把 握 す る た め に 、毎 月 の

調 査 を 行 い 、各 小 ・中 学 校 に「 不 登 校 に 関 わ る 要 因 に よ る

欠 席 児 童 生 徒 の 状 況 報 告 書 」と「 学 校 別 氏 名 一 覧 」の 提 出

を 求 め て い る 。こ の 調 査 は 、欠 席 の 理 由 が 病 気 に よ る も の

で あ っ て も 、ま た 、た と え １ 日 だ け の 欠 席 で あ っ て も 、不

登 校 に つ な が る 可 能 性 が あ る 場 合 は 、そ の 児 童 生 徒の 欠 席

日 数 と 状 況 を 報 告 す る と い う も の で あ る 。平 成 ２ ３ 年 １ 月

末 の 報 告 者 数 は 、 ３ ４ ３ 名 で あ り 、 前 年 同 期 の 報 告 者 数

４ ０ １ 名 に 比 べ 、５ ８ 名 減 少 し て い る 。ま た 、平 成 ２ ３ 年

１ 月 末 の ３ ０ 日 以 上 の 欠 席 児 童・生 徒 数 は 、２ ５ ２ 名 で あ

り 、前 年 同 期 の ２ ６ ２ 名 に 比 べ 、減 少 傾 向 に あ る 。各 学 校

に お い て は 、教 職 員 が 不 登 校 児 童 生 徒 に 対 し て 、よ り 丁 寧

に 関 わ り 、支 援 を 行 っ て お り 、そ の 成 果 が 少 し ず つ 表 れ て

い る と 考 え て い る 。

安

野
９

教

育

長

学 校 支 援 地 域 本

部 事 業 の 始 ま り

や 趣 旨 、 役 割 に

つ い て 伺 う 。 ま

た 、 ス ク ー ル ボ

ラ ン テ ィ ア 事 業

と の 関 連 に つ い

て 伺 う 。

改 正 教 育 基 本 法 に は 、子 ど も を取 り 巻 く 環 境 が 大 き く 変

化 す る 社 会 の 中 で 、 こ れ か ら の 教 育 に 不 可 欠 な も の と し

て 、「 学 校 、 家 庭 、 地 域 の 連 携 協 力 」 が 新 た に 盛 り 込 ま れ

た 。こ れ を 具 体 化 す る 方 策 の 柱 と し て 、平 成 ２ ０ 年 度 に 文

部 科 学 省 が 学 校 支 援 地 域 本 部 事 業 を 開 始 し 、本 市 で も 、そ

の 委 託 を 受 け 、今 年 度 ま で の ３ 年 間 、 白 山 ・ 城 南 ・ 鴨 宮 ・

酒 匂 の ４ 中 学 校 区 １ ４ 校 が モ デ ル 校 と し て 取 り 組 ん で き

た 。ま た 、本 市 で は そ れ 以 前 の 平 成 １ ８ 年 度 よ り 、ス ク ー

ル ボ ラ ン テ ィ ア パ ワ ー ア ッ プ 事 業 を 実 施 し 、全 小・中 学 校

に 、学 校 支 援 の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 が 定 着 し て い る 。そ こ で 、

平 成 ２ ３ 年 度 よ り 、 教 育 委 員 会 内 に 学 校 の 応 援 団 と な る

「 小 田 原 市 学 校 支 援 地 域 本 部 」を 設 置 す る と と も に 、そ の

部 会 を 全 中 学 校 区 に 設 置 し 、学 校 を 支 援 す る 教 育 活 動 を 推

進 す る こ と と し て い る 。ま た 、地 域 一 体 教 育 の 要 と な っ て

い る ス ク ー ル ボ ラ ン テ ィ ア の 活 動 も こ の 中 に 取 り 込 み 、中

学 校 区 を 単 位 に 組 織 的 に 発 展 さ せ 、市 全 体 で 効 果 的 な 学 校

支 援 を 行 う こ と を 目 指 し て い き た い 。

安

野
10

教

育

長

「 幼 保 ・ 小 ・ 中

一 体 教 育 」 の 具

体 的 な 活 動 に つ

い て 伺 う 。

本 市 で は 、学 び や 育 ち の 連 続 性と い う 視 点 か ら 、幼・小 ・

中 の 教 職 員 が 一 体 と な っ て 、一 人 ひ と り の 子 ど も の 成 長 を

担 う た め 、平 成 １ ９ 年 度 に「 幼 ・ 小・ 中 一 体 教 育 検 討 委 員

会 」を 立 ち 上 げ た 。平 成 ２ ０ 年 度 に は 、今 後 の 方 向 性 や 取

り 組 み の モ デ ル を 示 す リ ー フ レ ッ ト を 作 成 し 、幼 ・小 ・中

一 体 教 育 の 推 進 を 図 っ た 。具 体 的 な 活 動 と し て は 、中 学 校

区 ご と に 全 教 職 員 が 参 加 す る「 幼 小 中 一 体 教 育 研 究 会 」を

組 織 し 、そ れ ぞ れ の 教 育 活 動 の 理 解 を 深 め る た め の 、授 業

公 開 や 合 同 研 究 会 な ど を 実 施 し て い る 。ま た 、合 同 行 事 の

開 催 や Ｐ Ｔ Ａ 活 動 の 交 流 、ス ク ー ル ボ ラ ン テ ィ ア の 交 流 な

ど も 行 わ れ て い る 。今 年 度 は 、保 育 所 も 視 野 に 入 れ 、 小 １

プ ロ ブ レ ム の 解 消 な ど に 向 け 、幼 稚 園 や 保 育 所 と 小 学 校 と

の 連 携 を 図 っ て い る 。教 育 委 員 会 と し て は 、就 学 前 の 子 ど

も た ち が 、小 学 校 の 生 活 に 滑 ら か に 適 応 で き る よ う に す る

た め の 保 育 や 指 導 の 要 点 を ま と め た リ ー フ レ ッ ト を 作 成

し 、 配 布 す る 予 定 で あ る 。
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安

野
11

教

育

長

不 登 校 の 経 験 の

あ る 方 へ の 聞 き

取 り を 実 施 し て

き た か 、 そ こ か

ら ど の よ う な 課

題 が 見 え て き た

か 、 伺 う 。

こ れ ま で 教 育 委 員 会 で は 、年 に ３ 回 、保 護 者 や 一 般 を 対

象 と し た 不 登 校 教 育 セ ミ ナ ー を 開 催 し 、そ の 中 で 、不 登 校

経 験 者 や 、不 登 校 を 克 服 し た 子 ど も の 保 護 者 の 方 か ら 話 を

聞 く 機 会 を 設 け て い る 。 参 加 者 か ら は 、「 親 と し て の 対 応

の 仕 方 が わ か っ た 」「 子 ど も に 寄 り 添 う こ と の 大 切 さ を 再

確 認 し た 」「 希 望 や 勇 気 を 持 つ こ と が で き た 」 な ど の 感 想

を い た だ い て い る 。ま た 、今 年 度 新 た に 不 登 校 生 徒 の 学 校

へ の 復 帰 の た め に 設 置 し て い る 教 育 相 談 指 導 学 級 に 、か つ

て 通 級 経 験 の あ る 方 に 来 て い た だ き 、今 年 度 ３ 回 、話 を 伺

っ た 。そ の 内 容 は 、教 育 相 談 指 導 学 級 の 生 活 や 、中 学 校 卒

業 後 を 振 り 返 っ て 、学 校 復 帰 を 考 え た 時 に 力 に な っ た こ と

は 何 か 、周 り に い た 人 に は ど う し て 欲 し か っ た か 、な ど で

あ る 。聞 き 取 り か ら 見 え て き た課 題 は 、不 登 校 の 要 因 や 状

況 が 、 そ れ ぞ れ 皆 、 異 な っ て お り 、 そ の 支 援 に つ い て も 、

一 人 ひ と り に 応 じ た 、 き め 細 や か な 対 応 が 必 要 に な る こ

と 、 そ し て 、 周 り の 大 人 が 、 そ れ を 意 識 し な が ら 、関 わ る

こ と が 大 切 で あ る と い う こ と で あ る 。ま た 、複 数 の 方 か ら 、

教 育 相 談 指 導 学 級 が 大 切 な 居 場 所 の 一 つ で あ っ た 、と い う

話 を 聞 く こ と が で き た 。不 登 校 児 童 生 徒 に と っ て 、自 分 の

居 場 所 が あ る こ と や 、自 分 は か け が え の な い 存 在 で あ る こ

と を 実 感 で き る 場 が あ る こ と が 、大 切 で あ る と 改 め て 確 認

す る こ と が で き た 。

安

野
12

教

育

長

学 校 教 育 の 現 場

に お け る 人 権 教

育 を ど の よ う に

取 り 組 ん で い る

か 伺 う 。

い じ め や 暴 力 を は じ め 、他 の 人 を 傷 つ け る よ う な こ と が

な い よ う に 、日 頃 か ら 自 分 を 大 切 に す る と と も に 、他 者 を

思 い や る 心 を 育て る た め に 、人 権 教 育 を 推 進 し て い く こ と

が 重 要 で あ る と 認 識 し て い る 。そ こ で 、各 小 ・中 学 校 に お

い て は 、 毎 年 度 作 成 す る 「 人 権 教 育 推 進 計 画 」 に 基 づ き 、

児 童 生 徒 向 け の 学 習 や 教 職 員 向 け の 研 修 会 を 実 施 す る な

ど 、人 権 教 育 を 推 進 し て い る。具 体 的 に は 、横 浜 国 際 人 権

セ ン タ ー に よ る 人 権 移 動 教 室 を 実 施 し た り 、様 々 な 人 権 課

題 の 講 師 を 招 聘 し て 、教 職 員 に 向 け た 講 演 会 や 演 習 等 の 研

修 を 実 施 し た り し て い る 。教 育 委 員 会 と し て も 、幼 稚 園 や

小 ･中 学 校 の 教 職 員 を 対 象 に 、 人 権 教 育 研 修 会 を 年 ３ 回 実

施 し て お り、教 職 員 一 人 ひ と り の 人 権 感 覚 を 高 め る と と も

に、今 日 的 な 人 権 課 題 に つ い て の 知 識 を 深 め 、人 権 教 育が

適 切 に 進 め ら れ る よ う 努 め て い る 。

小

松
13

教

育

長

本 市 で は 、 動 物

た ち と か か わ る

た め に 、 ど の よ

う な 取 り 組 み を

行 っ て い る か に

つ い て 伺 う 。

子 ど も た ち が 動 物 を 飼 育 し 、直 接 触 れ 合 う こ と は 、と て

も ほ ほ え ま し い 光 景 で あ る だ け で な く 、 生 命 の 尊 さ を 学

び 、思 い や り の 心 を 育 む た め に 、大 き な 意 義 が あ る と 考 え

て い る 。そ こ で 、す べ て の 学 校 や 幼 稚 園 で は 、様 々 な 動 物

な ど を 飼 育 し て お り 、平 成 ２ ２ 年 ６ 月 時 点 の 調 査 で は 、ウ

サ ギ ３ ５ 羽 を は じ め 、ニ ワ ト リ ６ 羽 、メ ダ カ 、金 魚 、コ イ 、

亀 な ど を 飼 育 し て い る 。学 校 や 幼 稚 園 で は 、動 物 の 飼 育 を

年 間 の 指 導 の 中 に 位 置 付 け 、計 画 的 、継 続 的 に 行 い 、子 ど

も た ち が 世 話 を す る 楽 し さ や 成 長 の 喜 び な ど を 味 わ っ て

い る 。教 育 委 員 会 と し て も 、子 ど も た ち が 動 物 と よ り よ い

か か わ り が で き る よ う に 、教 職 員 対 象 に 、動 物 を 飼 育 す る

た め の 留 意 点 や ふ れ あ い の 仕 方 な ど の 研 修 会 を 実 施 す る

ほ か 、 獣 医 師 等 と 連 携 を 図 っ て い る 。
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小

松
14

教

育

長

不 登 校 や 引 き こ

も り な ど の 子 ど

も た ち の 課 題 を

解 決 す る た め

に 、 動 物 た ち と

の ふ れ あ い は 必

要 と 思 う が 、 い

か が か 。

不 登 校 や 引 き こ も り な ど の 課 題 を 解 決 す る 方 策 の 一 つ

と し て 、 動 物 と の ふ れ あ い は 効 果 的 で あ る と 聞 い て い る 。

動 物 と の ふ れ あ い を 通 し て 、動 物 へ の 思 い や り や 自 分 の 心

の 安 定 が 生 ま れ 、そ の こ と が 人 に 対 す る 優 し さ や 関 わ ろ う

と す る 気 持 ち な ど を 育 て る こ と に つ な が る と 考 え る 。 ま

た 、動 物 を 世 話 す る 体 験 を 通 し て 、責 任 感 を 高 め た り 、自

分 に 自 信 を 持 っ た り す る こ と が で き る よ う に な る と 考 え

る 。そ こ で 、不 登 校 や 引 き こ も り な ど の 課 題 を 持 つ 子 ど も

た ち へ の 支 援 の 一 つ と し て 、動 物 た ち と の ふ れ あ い に つ い

て 、 今 後 、 研 究 し て ま い り た い 。

小

松
15

教

育

長

こ こ ３ 年 間 の

「 こ と ば の 教

室 」 へ の 通 級 者

数 と 通 級 希 望 者

の 状 況 に つ い て

伺 う 。

こ と ば の 教 室 は 、新 玉 小 学 校 と 下 府 中 小 学 校 に 設 置 さ れ

て い る 。平 成 ２ ０ 年 度 は 、新 玉 小 学 校 で ３ ７ 名 、下 府 中 小

学 校 で ３ ３ 名 の 児 童 が 、 平 成 ２ １ 年 度 は 、 新 玉 小 学 校 で

３ ８ 名 、下 府 中 小 学 校 で ３ ５ 名 の 児 童 が 、平 成 ２ ２ 年 度 は 、

新 玉 小 学 校 で ３ １ 名 、下 府 中 小 学 校 で ３ ４ 名 の 児 童が 、通

級 に よ る 指 導 を受 け て い る 。平 成 ２ ３ 年 度 は 、現 時 点 で は 、

新 玉 小 学 校 ３ ３ 名 、下 府 中 小 学 校 ３ ６ 名 が 通 級 す る 予 定 で

あ る 。 な お 、「 こ と ば の 教 室 」 へ の 入 級 に つ い て は 、 保 護

者 か ら の 入 級 希 望 を 受 け 、 教 育 相 談 等 を 行 い 決 定 し て い

る 。 こ こ ３ 年 間で は 、 入 級 希 望 者 全 員 が 入 級 し て い る 。

小

松
16

教

育

長

今 後 、「 こ と ば

の 教 室 」 へ の 通

級 希 望 者 が 増 え

た 場 合 の 対 応 に

つ い て 伺 う 。

現 在 、新 玉 小 学 校 と 下 府 中 小 学 校 で 合 わ せ て ６ 名 の 教 員

で 、指 導 に あ た っ て お り 、各 校 で 児 童 数 が ４ ０ 名 ず つ 、計

８ ０ 名 ま で の 受 け 入 れ が 可 能 で あ る と 考 え て い る 。 今 後 、

通 級 希 望 者 が 急 激 に 増 え た 場 合 に は 、教 室 数 や 教 員 数 等 に

つ い て 、 県 と 相 談 し な が ら 対 応 し て ま い り た い 。

小

松
17

市

長

小 ・ 中 学 校 へ の

空 調 設 備 の 整 備

に つ い て 、 そ の

所 見 を 伺 う 。

昨 今 、夏 場 の 猛 暑 の 影 響 か ら 、教 室 の 温 度 が ３ ０ 度 を 超

え る 教 室 も あ り 、 子 ど も た ち や 教 職 員 等 の 学 校 関 係 者 の

方 々 に は 、快 適 と は 言 い 難 い 環 境 の 中 で の 学 校 生 活 と な っ

て い る と 認 識 し て い る 。学 校 施 設 へ の 空 調 設 備 の 整 備 に つ

い て は 、全 小 ・中 学 校 の 保 健 室 及 び 中 学 校 の 管 理 諸 室 へ の

設 置 が 完 了 し 、今 後 は 、小・ 中 学 校 の 音 楽 室 、パ ソ コ ン 室

等 の 特 別 教 室 や 小 学 校 の 管 理 諸 室 に 、国 庫 補 助 を 活 用 し な

が ら 、順 次 、 設 置 し て い く考 え で あ る 。な お 、子 ど も た ち

の 学 習 環 境 を 整 備 す る た め 、本 市 で は 、平 成 ２ ３ 年 度 か ら

計 画 的 に 、小 ・中 学 校 の 普 通 教 室 に 扇 風 機 を 設 置 す る と と

も に 、幼 稚 園 の 遊 戯 室 に 空 調 設 備 を 設 置 し て い く こ と と し

て い る 。
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小

松
18

市

長

学 校 施 設 の 管 理

に 関 し て 、 十 分

な 予 算 配 分 が な

さ れ て い る の か

伺 う 。

学 校 施 設 の 維 持・管 理 に 必 要 な 経 費 と し て は 、校 舎 等 の

雨 漏 り や 照 明 器 具 な ど 電 気 設 備 の 不 具 合 、ま た 、ト イ レ の

詰 ま り や 教 室 ・廊 下 等 の 床 の 剥 が れ 、さ ら に は 樹 木 の 枝 お

ろ し な ど 、様 々 な 経 費 が 必 要 と な っ て い る 。厳 し い 財 政 状

況 の 中 、 こ の よ う な 学 校 施 設 で 発 生 す る 不 具 合 に 対 し て 、

す べ て 対 応 す る こ と が で き て い る と は 言 え な い の が 現 状

で あ る 。し か し な が ら 、限 ら れ た 財 源 の 中 で 、今 後 も 、子

ど も た ち の 安 全 を 第 一 に 、優 先 度 を 考 慮 し た 上 、可 能 な 限

り 対 応 で き る よ う 努 め て ま い り た い 。

小

松
19

教

育

長

小 ・ 中 学 校 に お

け る い じ め の 件

数 に つ い て 伺

う 。

小 田 原 市 内 の い じ め の 認 知 件 数は 、平 成 ２ ２ 年 ４ 月 か ら

１ ２ 月 ま で に 、小 学 校 で ２ ０ 件 、中 学 校 で ４ ４ 件 と な っ て

い る 。 前 年 度 は 、 小 学 校 ３ ３ 件 、 中 学 校 ３ ５ 件 で あ っ た 。

年 度 途 中 で あ る こ と か ら 正 確 な 比 較 に は な ら な い が 、１ ２

月 時 点 で 比 較 を す る と 、小 学 校 で 減 少 傾 向 、中 学 校 で は 増

加 傾 向 と な っ て い る 。ま た 、本 年 １ 月 に 、小 田 原 市 が 独 自

に 調 査 を 行 っ た と こ ろ 、１ 月 １ ヶ 月 間 の い じ め の 認 知 件 数

は 、小 学 校 で ４ 件 、中 学 校 で ２ １ 件 で あ っ た 。こ の 中 学 校

の 件 数 の 増 加 は 、教 職 員 に 対 し て 、今 ま で 以 上 に 子 ど も た

ち の 気 持 ち に 寄 り 添 っ て 、さ さ い な い じ め も 見 逃 さ な い よ

う 調 査 す る よ う 依 頼 し た 結 果 で あ り 、遊 び の 仲 間 に 入 れ て

も ら え な か っ た り 、ふ ざ け 半 分 で 悪 口 を 言 わ れ た り す る な

ど 、幅 広 い 内 容 の も の を 含 ん で い る 。教 職 員 が 、子 ど も た

ち の 様 子 を き め 細 か く 観 察 し 、悩 み を 受 け と め 、早 期 に 対

応 し 、 解 決 を 図 っ て い る も の と 認 識 し て い る 。

小

松
20

教

育

長

い じ め へ の 具 体

的 な 対 策 に つ い

て 伺 う 。

い じ め を 減 少 さ せ る た め に は 、子 ど も 一 人 ひ と り に 、人

を 思 い や る 温 か い 心 や 、仲 間 を 大 切 に す る 広 い 心 を 育 む こ

と が 重 要 で あ る 。そ の た め に は 、仲 間 と と も に 活 動 を 生 み

出 し た り 、 創 り 上 げ た り す る 活 動 を 多 く 取 り 入 れ る な ど 、

協 働 や 協 調 の 喜 び を 体 感 さ せ 、人 と 関 わ る 力 を 身 に 付 け さ

せ て い く こ と が 大 切 で あ る と 考 え て い る 。各 学 校 で は 、い

じ め の 早 期 発 見 と 未 然 防 止 の た め に 、日 常 的 に 子 ど も の 変

化 を 見 逃 さ な い 、い じ め は 絶 対 に 許 さ な い と い う 意 識 を 持

ち 、教 職 員 が 一 体 と な っ て 、保 護 者 や 地 域 と 連 携 し て 指 導

に あ た っ て い る 。ま た 、児 童 会 や 生 徒 会 が 中 心 と な っ て「 自

分 た ち の 手 で 、い じ め を な く し て い こ う 」と い う 意 識 を 持

て る よ う に 指 導 し て お り 、そ の 結 果、子 ど も た ち が 主 体 と

な っ て 活 動 を 行 っ て い る 。教 育 委 員 会 と し て は 、各 学 校 に

対 し て 、 い じ め は 、「 し な い 、 さ せ な い 、 許 さ な い 」 を 、

キ ー ワ ー ド と し て 早 期 発 見 、 未 然 防 止 に 努 め る と と も に 、

児 童 ・ 生 徒 に あ ら ゆ る 場 面 に お い て 伝 え 、啓 発 し 、教 職 員

が 、 い じ め を 見 逃 す こ と の な い よ う指 導 し て い る 。
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小

松
21

市

長

小 ・ 中 学 校 の ト

イ レ の 洋 式 化 に

つ い て 伺 う 。

本 市 の 小・中 学 校 の 大 便 器 の 設 置 数 は 、平 成 ２ ３ 年 ２ 月

時 点 で ２ ，３ ８ ９ 台 で 、和 式 ト イ レ が １ ，８ ５ ３ 台 、 洋 式

ト イ レ が ５ ３ ６ 台 で あ る 。洋 式 化 率 は 、小 ・中 学 校 合 わ せ

て 、 ２ ２ ． ４ ％ （ 昨 年 度 比＋ ０ ． ４ ％ ） で あ る 。

小

松
22

市

長

学 校 ト イ レ の 今

後 の 整 備 方 針 及

び 温 水 洗 浄 便 座

の 整 備 に つ い て

伺 う 。

学 校 の ト イ レ は 、 子 ど も た ち が 毎 日 使 用 す る 施 設 で あ

る 。現 在 、学 校 の ト イ レ に は 、老 朽 化 等 に 伴 う 悪 臭 や 設 備

不 良 へ の 対 応 も 必 要 と な っ て い る 。ト イ レ の 整 備 に つ い て

は 、便 器 の 洋 式 化 も 含 め 、国 庫 補 助 も 活 用 し な が ら 、順 次 、

進 め て ま い り た い 。ま た 、温 水 洗 浄 便 座 の 整 備に つ い て は 、

子 ど も の 状 況 に 応 じ て 、一 部 の 学 校 に 設 置 し て お り 、現 在 、

小・ 中 学 校 １ ２ 校 に １ ７ 台 設 置 し て い る が 、今 後 も 、必 要

性 の 高 い 学 校 に 設 置 し て い く 考 え で あ る 。

加

藤
23

部

長

教 育 委 員 会 で 審

議 等 が 行 わ れ る

案 件 は 少 な く な

る の か 。

昨 年 １ ２ 月 定 例 会 で お 認 め い た だ い た「 小 田 原 市 教 育 に

関 す る 事 務 の 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例 」に よ っ て 、文

化 財 保 護 を 除 く 文 化 及 び 学 校 体 育 を 除 く ス ポ ー ツ に 関 す

る 事 務 に つ い て は 、そ の 権 限 が 教 育 委 員 会 か ら 市 長 へ 移 る

た め 、教 育 委 員 会 の 会 議 で 扱 わ れ る 案 件 は 減 少 す る も の と

考 え て い る 。一 方 、市 長 部 局 の 職 員が 補 助 執 行 す る こ と と

な る 事 務 に つ い て は 、権 限 そ の も の は 教 育 委 員 会 に 残 る た

め 、従 来 ど お り 、教 育 委 員 会 で の 審 議 等 を 行 っ て い た だ く

必 要 が あ り 、こ の 部 分 に つ い て の 案 件 は 従 来 と 変 わ ら な い

も の と 考 え て い る 。し た が っ て 、全 体 と し て は 、市 長 の 権

限 と な る 文 化・ス ポ ー ツ に つ い て の 案 件 の み が 減 少 す る こ

と と な る も の と 認 識 し て い る 。

加

藤
24

部

長

組 織 ・ 機 構 の 変

更 に 伴 い 、 教 育

委 員 会 が 学 校 教

育 に 特 化 さ れ る

が 、 い じ め 、 不

登 校 、 モ ン ス タ

ー ペ ア レ ン ト な

ど の 学 校 諸 問 題

の 解 決 は ど の よ

う に し て い く の

か 。

様 々 な 問 題 が 発 生 す る 社 会 全 体 の 中 で 、学 校 は 現 在 、多

く の 課 題 を 抱 え て い る 。 今 回 の 組 織 ・ 機 構 の 変 更 に よ り 、

生 涯 学 習 部 の 事 務 が 市 長 部 局 に 移 る こ と に な る が 、 そ の

分 、学 校 教 育 が 直 面 す る 様 々 な 課 題 に 対 し て 、今 ま で 以 上

に 取 り 組 む こ と が で き る と 考 え て い る 。そ こ で 、教 育 委 員

会 に お い て は 、今 年 度 も 委 員 自 ら が 学 校 や 幼 稚 園 に 出 向 い

て 、子 ど も た ち や 教 職 員 の 様 子 を 把 握 す る よ う 心 が け 、実

際 の 学 校 現 場 の ニ ー ズ に 応 え る よ う 努 め て き て い る 。今 後

も 、こ れ ま で 以 上 に き め 細 か な 実 態 把 握 に 努 め 、学 校 現 場

が 抱 え る 様 々 な 課 題 解 決 に 向 け て 、教 職 員 は も と よ り 地 域

の 方 々 の お 力 も お 借 り し な が ら 、し っ か り と 取 り 組 ん で ま

い り た い と 考 え て い る 。
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加

藤
25

市

長

市 長 の 言 う 小 田

原 の 良 さ を 生 か

し た 教 育 と は 具

体 的 に ど う い う

も の か 、 伺 う 。

小 田 原 の 良 さ を 生 か し た 教 育 と は 、 自 然 や 歴 史 ・ 文 化 、

産 業 、地 域 の 人 々 な ど 、小 田 原 が 持 つ 豊 か で 素 晴 ら し い 資

源 を 生 か し た 学 習 を 展 開 し て い く こ と で あ る 。「 ふ る さ と

小 田 原 」の よ さ を 実 感 さ せ る 体 験 の 積 み 重 ね が 、未 来 を 担

う 子 ど も た ち の 豊 か な 心 の 育 ち や 学 び へ と つ な が っ て い

く も の と 期 待 し て い る 。各 学 校 で は 、 幼 保 ・ 小 ・ 中 一 体 教

育 と 地 域 一 体 教 育 の 融 合 を 図 り 、そ の 特 色 を 活 か し た 未 来

へ つ な が る 学 校 づ く り を 推 進 し て い る 。具 体 的 に は 、郷 土

の 偉 人 で あ る 二 宮 尊 徳 学 習 や 、農 業 体 験 を 含 む 食 育 、腐 葉

土 づ く り や 学 校 ビ オ ト ー プ に よ る 環 境 教 育 、学 校 林 を 活 用

し た も の づ く り な ど を 通 し て 、 子 ど も た ち が 郷 土 を 知 り 、

郷 土 へ の 愛 着 を 深 め る と と も に 、小 田 原 市 民 で あ る こ と へ

の 誇 り を 育 ん で い き た い と考 え て い る 。

加

藤
26

教

育

長

新 学 習 指 導 要 領

の 実 施 に よ り 授

業 時 数 が 増 え て

く る と 聞 く が 、

２ 学 期 制 は 今 後

ど う な る の か 、

ま た 、 サ マ ー ス

ク ー ル は ど う な

る の か 、 隔 週 の

土 曜 授 業 の 実 施

は 可 能 か ど う か

伺 う 。 さ ら に 、

平 成 ２ ３ 年 度 の

全 国 学 力 ・ 学 習

状 況 調 査 へ の 一

律 の 希 望 参 加 を

と り や め た 経 緯

を 伺 う 。

今 回 の 学 習 指 導 要 領 改 訂 に よ り、小 中 学 校 の 総 授 業 時 数

が そ れ ぞ れ 増 加 す る 中 、本 市 に お い て は 、学 校 ２ 学 期 制 を

実 施 し て い る こ と も あ り 、授 業 時 数 の 確 保 は で き る と 判 断

し て い る 。学 校 ２ 学 期 制 に つ い て は 、現 状 の ２ 学 期 制 を 十

分 検 証 し つ つ 、 今 後 の 学 期 制 の あ り 方 を 検 討 す る た め に 、

現 在 、学 校 ２ 学 期 制 検 討 委 員 会 を 開 催 し て お り 、平 成 ２ ３

年 １ ２ 月 ま で に 検 討 委 員 会 の 方 向 性 を 示 し て い た だ く 予

定 で あ る 。次 に 、サ マ ー ス ク ー ル に つ い て は 、各 学 校 に お

い て 、普 段 授 業 で は 体 験 で き な い 学 習 や 個 々 の 児 童 生 徒 の

実 態 に 応 じ た 補 助 的 な 学 習 な ど 様 々 な 取 り 組 み が 行 わ れ

て お り 、今 後 も 各 学 校 の 実 情 に 応 じ て 取 り 組 ん で い く も の

と 考 え て い る 。 次 に 、 隔 週 の 土 曜 授 業 の 実 施 に つ い て は 、

完 全 学 校 週 五 日 制 の 趣 旨 が 、子 ど も に 家 庭 や 地 域 社 会 の 中

で 社 会 体 験 や 自 然 体 験 を 経 験 さ せ る こ と を 通 し て 、自 ら 学

び 、自 ら 考 え る 力 や 豊 か な 人 間 性 な ど の「 生 き る 力 」を 育

む こ と で あ る こ と か ら 、 そ の 趣 旨 を 尊 重 し 、 現 時 点 で は 、

実 施 は 考 え て い な い 。次 に 、平 成 ２ ３ 年 度 の 全 国 学 力 ・学

習 状 況 調 査 へ の 一 律 の 希 望 参 加 を と り や め た 理 由 に つ い

て は 、抽 出 調 査 が 国 か ら 委 託 さ れ た 業 者 に よ る 採 点 で あ る

の に 対 し 、希 望 参 加 の 調 査 は 各 学 校 の 教 員 に よ る 採 点 で あ

り 、採 点 者 が 異 な る 状 況 な ど か ら 、そ れ ら の 結 果 を 同 じ よ

う に 扱 う こ と に は 無 理 が あ る こ と 、ま た 、こ れ ま で の 調 査

の 結 果 か ら 、抽 出 調 査 の 結 果 だ け で も 市 と し て の 学 力 の 傾

向 の 把 握 が 十 分 可 能 で あ る こ と か ら 、平 成 ２ ３ 年 度 は 一 律

の 希 望 参 加 を と り や め る こ と と し た も の で あ る 。
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加

藤
27

市

長

小 学 校 へ の 英 語

教 育 の 導 入 に つ

い て の 市 長 の 見

解 を 伺 う 。

今 回 の 学 習 指 導 要 領 の 改 訂 に よ り 、小 学 校 ５ ・６ 年 生 に

外 国 語 活 動 が 導 入 さ れ 、原 則 と し て 英 語 で の 活 動 を 扱 う こ

と と な っ た 。社 会 や 経 済 の グ ロ ー バ ル 化 が 進 展 し 、人 材 育

成 面 で の 国 際 競 争 が 加 速 す る 現 代 社 会 で は 、異 文 化 と の 共

存 や 持 続 可 能 な 発 展 に 向 け た 国 際 協 力 等 が 、こ れ ま で 以 上

に 強 く 求 め ら れ て い る 。こ の よ う な 中 、自 分 の 意 思 や 情 報

を 伝 達 す る 手 段 と し て 、国 際 語 と し て の 側 面 を も つ 英 語 の

果 た す 役 割 は 大 き く な っ て お り 、学 校 教 育 に お け る 外 国 語

教 育 、そ の 一 環 と し て の 英 語 教 育 の 充 実 が 国 の 重 要 な 課 題

と な っ て い る 。 ま た 、 国 が 策 定 し た 「『 英 語 が 使 え る 日 本

人 』の 育 成 の た め の 行 動 計 画 」の 中 に も 、柔 軟 な 適 応 力 が

あ る 小 学 生 か ら 英 語 や 異 文 化 に 触 れ 、言 語 に 対 す る 感 覚 を

豊 か に し 、異 文 化 と 共 生 す る 態 度 を 育 む こ と が 重 要 で あ る

と さ れ て い る 。こ う し た こ と か ら 、小 学 校 へ の 外 国 語 活 動

の 導 入 は 望 ま し い と 考 え て い る 。こ こ 小 田 原 の 地 か ら 世 界

で 活 躍 す る 人 材 が 巣 立 ち 、ふ る さ と 小 田 原 の 良 さ を 、世 界

に 向 け て 発 信 し て も ら い た い と 思 っ て い る 。

加

藤
28

教

育

長

小 学 校 へ の 英 語

教 育 が 導 入 さ れ

る こ と へ の 教 育

長 の 見 解 及 び 期

待 さ れ る 効 果 、

教 員 へ の 対 応 に

つ い て 伺 う 。

小 学 校 へ の 外 国 語 教 育 の 必 要 性に つ い て は 、そ の 導 入 は

望 ま し い も の と 考 え て い る 。そ の 理 由 と し て は 、従 来 、中

学 校 １ 年 で 英 語 で の 挨 拶 や 自 己 紹 介 等 に 触 れ て い た が 、こ

う し た 活 動 は 、む し ろ 柔 軟 で 適 応 力 の あ る 小 学 校 段 階 で の

体 験 が 効 果 的 で あ る と 考 え ら れ る か ら で あ る 。ま た 、今 の

子 ど も た ち に は 、他 者 を 理 解 し 、自 分 を 表 現 す る た め の コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 の 育 成 が 課 題 と な っ て い る 。 児 童

は 、「 英 語 」 を 用 い た 国 際 理 解 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン な ど

の 活 動 を 通 じ て 、言 葉 を 介 し て 人 と や り と り す る こ と の 楽

し さ や 大 切 さ に 気 付 き 、人 と 積 極 的 に か か わ る 態 度 や 自 分

と は 異 な る 文 化 を 尊 重 す る 態 度 を 身 に つ け る と と も に 、母

国 語 と し て の 日 本 語 へ の 関 心 を 高 め て い く も の と 考 え て

い る 。教 員 へ の対 応 に つ い て は 、英 語 の 発 音 や 英 語 特 有 の

表 現 な ど の 指 導 場 面 で 、担 任 を 支 援 す る た め 、平 成 ２ ３ 年

度 は 、小 学 校 専 任 の Ａ Ｌ Ｔ を ２ 名 増 員 し 、５ 名 と す る 予 定

で あ る 。ま た 、外 国 語 活 動 研 修 会 を 実 施 す る と と も に 、教

育 委 員 会 と し て 、小 田 原 市 独 自 の レ ッ ス ン プ ラ ン を 改 編 し

た 新 た な レ ッ ス ン プ ラ ン を 平 成 ２ ３ 年 度 末 に は 各 校 に 配

付 す る 予 定 で あ る 。
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議

員
NO

答

弁
質 問 要 旨 答 弁 要 旨

田

中
１

市

長

放 課 後 児 童 ク ラ

ブ の 受 け 入 れ 対

象 を 、 ４ 年 生 ま

で に 引 き 上 げ た

ら ど う か 。

現 在 、児 童 ク ラ ブ の 対 象 は 、児 童 福 祉 法 に「 お お む ね １

０ 歳 未 満 の 児 童 」と 規 定 さ れ て お り 、国 か ら の 補 助 金 も ４

年 生 以 上 は 対 象 外 で あ る こ と な ど か ら 、本 市 で も 小 学 ３ 年

生 ま で と し て い る 。こ の よ う な 中 で 、現 在 は ３ 年 生 ま で を

受 け 入 れ る た め の 施 設 の 確 保 、ク ラ ブ 環 境 の 充 実 に 優 先 的

に 取 り 組 ん で お り 、４ 年 生 以 上 の 受 け 入 れ は 、こ れ ま で 入

所 で き て い た ３ 年 生 ま で の 中 に 、新 た に 入 所 待 機 者 を 生 み

出 し て し ま う 可 能 性 が あ る な ど の 課 題 も 多 い こ と か ら 、現

時 点 で 児 童 ク ラ ブ で の 対 象 学 年 を 拡 大 す る こ と は 難 し い

と 考 え て い る の で 、 ご 理 解 い た だ き た い 。

田

中
２

市

長

放 課 後 児 童 ク ラ

ブ の 開 設 時 間 を

午 後 ７ 時 ま で 延

長 す る こ と は で

き な い の か 。

こ れ ま で も 保 護 者 か ら の 要 望 を 受 け 、土 曜 日 や 夏 休 み な

ど の 開 始 時 刻 に つ い て は 、平 成 １ ３ 年 度 に 午 前 ９ 時 か ら ８

時 ３ ０ 分 に 、平 成 ２ １ 年 度 に 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら ８ 時 に 引

き 上 げ を 行 っ た 。ま た 、終 了 時 刻 に つ い て は 、平 成 １ ９ 年

度 に 午 後 ６ 時 か ら ６ 時 ３ ０ 分 に 延 長 し た 。児 童 ク ラ ブ の 開

設 時 間 に つ い て は 、各 ク ラ ブ の 運 営 委 員 会 に お い て も 話 題

と し て い る が 、 平 成 ２ １ 年 度 に 改 善 を 図 っ た と こ ろ で あ

り 、 当 面 は 現 在 の 開 設 時 間 を 保 ち た い と 考 え て い る 。

田

中
３

市

長

７ ０ 人 を 超 え る

大 規 模 な 放 課 後

児 童 ク ラ ブ に つ

い て は 分 割 を す

る な ど 、 規 模 の

適 正 化 を 引 き 続

き 進 め る べ き と

考 え る が 、 い か

が か 。

本 市 で は 、児 童 数 が ７ ０ 人 を超 え る 大 規 模 ク ラ ブ に つ い

て 、 厚 生 労 働 省 の 示 す ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ き 分 割 を 進 め 、

昨 年 度 及 び 今 年 度 に お い て 計 ７ ク ラ ブ を 分 割 し 、規 模 の 適

正 化 を 図 っ て き た 。現 在 は 、全 ２ ５ 小 学 校 区 に あ る ３ ２ の

児 童 ク ラ ブ に 、１ ２ ０ ０ 人 の 児 童 を 受 け 入 れ て い る が、７

０ 人 を 超 え る 大 規 模 ク ラ ブ は 解 消 さ れ て い る 。ク ラ ブ 規 模

の 適 正 化 は 、入 所 児 童 の 情 緒 の 安 定 や 事 故 防 止 等 に お け る

観 点 か ら も 大 事 な こ と で あ り 、今 後 も 状 況 に 応 じ た 規 模 の

適 正 化 に 努 め て ま い り た い 。

田

中
４

市

長

御 用 米 曲 輪 の 整

備 に よ り 、 実 際

に 枝 下 し 等 が 行

わ れ る と 目 の 前

の 景 色 が 違 っ て

く る 。 市 民 や 観

光 客 に 正 し い 理

解 が さ れ る よ う

適 宜 説 明 す る 必

要 が あ る と 考 え

る が 、い か が か 。

平 成 ２ ３ 年 度 に は 、御 用 米 曲 輪 の 整 備 に 着 手 す る 予 定 で

あ り 、旧 野 球 場 観 覧 席 等 構 造 物 の 撤 去 に 伴 い 、実 際 に 樹 木

の 剪 定 を 行 っ て い く こ と に な る 。剪 定 に あ た っ て は 、そ の

目 的 や 、さ ら に は ３ 年 後 、５ 年 後 の 樹 形 再 生 の 道 筋 を 、市

民 の 納 得 が 得 ら れ る よ う 十 分 に 説 明 す る こ と が 不 可 欠 で

あ る と の ご 指 摘 を 、植 栽 専 門 部 会 に お い て も い た だ い て お

り 、周 知 の 仕 方 に つ い て は 、市 民 や 観 光 客 の 皆 さ ん に 正 し

く ご 理 解 い た だ け る よ う 、 十 分 に 配 慮 し て ま い り た い 。

※ 代表質問（生涯学習部）
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田

中
５

市

長

お 城 の 樹 木 に つ

い て は 、 １ 本 １

本 市 民 と の 合 意

で 植 栽 管 理 を 進

め る よ う 努 力 さ

れ る こ と を 求 め

る が 、 ご 所 見 を

伺 う 。

こ の こ と に つ い て は 、史 跡 と緑 の 共 生 を 図 り な が ら 適 切

に 植 栽 管 理 を 進 め る と い う 方 針 を 明 確 に 打 ち 出 し た「 史 跡

小 田 原 城 跡 本 丸・二 の 丸 植 栽 管 理 計 画 運 用 指 針 」に お い て

も 、今 後 の 進 め 方 と し て 、植 栽 専 門 部 会 に お い て １ 本 １ 本

現 地 で 具 体 的 に 検 証 し 、市 民 説 明 会 や 現 地 見 学 会 を 開 催 し

て 、市 民 意 見 を 反 映 さ せ て い く こ と を 明 記 し て お り 、実 際

そ の よ う に 進 め て い る と こ ろ で あ る 。今 後 に つ い て も 、引

き 続 き 、市 民 と の 合 意 形 成 に は 、十 分 努 め て ま い り た い と

考 え て い る 。

俵 ６
市

長

（ 仮 称 ） お だ わ

ら 生 涯 学 習 大 学

は ど の よ う に 運

営 し て い く の

か 。 ま た 、 シ ル

バ ー 大 学 の 良 い

点 を ど の よ う に

生 か し て い く の

か 。

（ 仮 称 ） お だ わ ら 生 涯 学 習 大 学は 、「 お だ わ ら シ ル バ ー

大 学 」 や「 き ら め き ☆ お だ わ ら 塾 講 座 」な ど 、こ れ ま で の

学 習 講 座 の 体 系 や 内 容 を 見 直 し 、だ れ も が 気 軽 に 生 涯 学 習

に 取 り 組 む 機 会 や 市 民 に と っ て 分 か り や す い 講 座 体 系 を

提 供 し よ う と す る も の で あ る 。ま た 、今 後 の ま ち づ く り の

担 い 手 と し て の 市 民 力 を 育 成 す る た め 、市 民 の 力 を 核 と し

た「 新 し い 公 共 」を 創 出 す る 実 践 の 場 で あ る と 考 え て い る 。

大 学 の 運 営 に つ い て は 、行 政 が 担 う べ き 役 割 を 明 確 に す る

と と も に 、大 学 の 自 主 運 営 に 係 る 支 援 等 を 充 実 さ せ 、市 民

が 主 体 的 に 企 画 し 運 営 で き る よ う に 促 進 し よ う と す る も

の で あ る 。ま た 、シ ル バ ー 大 学 の 良 い 点 と し て 挙 げ ら れ る

「 生 き が い 作 り 」 や 「 仲 間 作 り 」「 学 ん だ 成 果 を 社 会 に 還

元 す る 」こ と な ど に つ い て は 、新 し い 大 学 に お い て も 、そ

の 仕 組 み を 継 承 し て い く と と も に 、受 講 後 の 地 域 活 動 へ の

参 加 を 促 し て い き た い 。

安

野
７

市

長

平 成 ２ ３ 年 度 か

ら 御 用 米 曲 輪 の

整 備 が 始 ま る

が 、 北 東 土 塁 の

ク ス ノ キ の 保 全

も 含 め て 、 今 後

の 整 備 方 針 に つ

い て 伺 う 。

御 用 米 曲 輪 の 整 備 に つ い て は 、史 跡 と し て の 曲 輪 の 基 本

的 な 形 状 を 明 確 に す る こ と 、市 街 地 の 中 心 に あ る 貴 重 な 広

場 と し て 今 後 広 く 活 用 し て い く こ と を 主 眼 と し て い る 。整

備 は 、平 成 ２ ３ 年 度 か ら ２ ５ 年 度 ま で の ３ 箇 年 を 予 定 し て

お り 、平 成 ２ ３ 年 度 は 旧 野 球 場 の 観 覧 席 、フ ェ ン ス 等 構 造

物 の 撤 去 と 、蔵 な ど の 遺 構 を 確 認 す る 試 掘 調 査 を 予 定 し て

い る 。北 東 土 塁 の ク ス ノ キ に つ い て は 、保 全 し て い く こ と

を 前 提 と し て お り 、植 栽 専 門 部 会 に お い て も 、樹 木 を 健 全

に 維 持 す る た め 剪 定 や 間 伐 は 必 要 と の 意 見 を い た だ い て

い る 。観 覧 席 等 の 構 造 物 に 絡 ん で い る 樹 木 に つ い て は 、構

造 物 を 撤 去 す る 前 に 強 め の 剪 定 を 行 い 、自 立 性 を 確 保 す る

必 要 が あ る た め 、実 施 す る 際 に は 専 門 委 員 の ご 指 導 を い た

だ き た い と 考 え て い る 。
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安

野
８

市

長

歴 史 資 産 や 文 化

的 資 産 を 活 用 す

る た め に 、 今 ま

で ど の よ う な 取

り 組 み を し て き

た の か 。 ま た 、

今 後 の 課 題 は 何

か 。

歴 史 資 産 を 活 用 し た 様 々 な 取 り 組 み に つ い て は 、こ れ ま

で 生 涯 学 習 部 を 中 心 に 展 開 し て き た 。具 体 的 に は 、白 秋 童

謡 の 散 歩 道 の 整 備 、二 宮 尊 徳 の 事 績 を 顕 彰 す る 尊 徳 祭 、松

永 記 念 館 を 活 用 し た 地 域 住 民 ら と の 交 流 事 業 、新 た に 発 見

さ れ た 出 土 品 の 展 示 会 、文 化 財 建 造 物 の 見 学 会 、貴 重 な 古

写 真 類 を 紹 介 す る セ ピ ア 色 の 写 真 展 の 実 施 等 が 挙 げ ら れ

る 。今 後 の 課 題 と し て は 、小 田 原 城 跡 の 史 跡 や 各 種 資 料 を

確 実 に 保 全 し て い く こ と が 重 要 で あ る と と も に 、市 民 と の

協 働 も 視 野 に 入 れ な が ら 、各 施 設 等 で 展 開 さ れ て い る 様 々

な 活 用 事 業 の 連 携 強 化 を 図 っ て い く 必 要 が あ る と 考 え て

い る 。

大

村
９

市

長

放 課 後 児 童 ク ラ

ブ の 取 り 組 み と

実 績 に つ い て 伺

う 。

児 童 ク ラ ブ に つ い て は 、本 市で は 児 童 の 安 全 や 、遊 び や

生 活 の 場 と し て の 環 境 面 を 考 慮 し 、学 校 内 へ の 設 置 を 基 本

に 整 備 を 進 め る こ と と し 、平 成 ５ 年 度 に 桜 井 小 学 校 内 に 開

設 し て 以 来 、毎 年 少 し ず つ 設 置 箇 所 数 を 増 や し 、平 成 １ ８

年 度 に は 市 内 全 ２ ５ 小 学 校 区 へ の 設 置 を 完 了 し た 。 ま た 、

７ ０ 人 を 超 え る 大 規 模 ク ラ ブ に つ い て は ク ラ ブ 規 模 の 適

正 化 を 図 る た め 、平 成 ２ １ 年 度 に ３ ク ラ ブ を 、２ ２ 年 度 に

４ ク ラ ブ を 分 割 し 、現 在 は 全 ２ ５ 小 学 校 区 で 計 ３ ２ ク ラ ブ

が 開 設 さ れ て い る 。開 設 時 間 に つ い て は 、平 成 １ ９ 年 度 に

終 了 時 刻 を 午 後 ６ 時 か ら 午 後 ６ 時 ３ ０ 分 に 延 長 し 、 平 成

２ １ 年 度 に は 土 曜 日 や 夏 休 み な ど の 開 始 時 刻 を 午 前 ８ 時

３ ０ 分 か ら 午 前 ８ 時 に 早 め る な ど 、保 護 者 の 要 望 に 応 え て

き た 。

大

村
10

市

長

放 課 後 児 童 ク ラ

ブ に 対 す る 保 護

者 か ら の 要 望

は 、 ど の よ う な

も の が あ る の

か 。

児 童 ク ラ ブ へ の 要 望 と し て は 、開 設 時 間 の 延 長 や 対 象 学

年 の 拡 大 に 関 す る も の 、施 設 整 備 の 充 実 に 関 す る 要 望 な ど

が 、 寄 せ ら れ て い る 。

大

村
11

市

長

放 課 後 児 童 ク ラ

ブ の 今 後 の 充 実

に 向 け て 、 ど の

よ う な 方 向 で 取

り 組 ん で い く の

か 。

児 童 ク ラ ブ に つ い て は 、こ れ ま で も 開 設 時 間 の 延 長 や ク

ラ ブ 規 模 の 適 正 化 な ど に 努 め て き た 。２ ５ 小 学 校 区 の う ち

富 士 見 小 学 校 区 に つ い て は 、こ れ ま で 学 校 か ら 離 れ た 民 間

の 借 家 で の 開 設 と な っ て お り 、交 通 事 故 の 心 配 や 子 ど も が

の び の び と 遊 べ る 環 境 で は な い こ と が 課 題 と な っ て い た

が 、よ う や く 学 校 内 へ 移 設 で き る 見 通 し が 立 っ た と こ ろ で

あ る 。ま た 、千 代 小 学 校 区 に つ い て は 、隣 接 の 中 学 校 へ の

設 置 で あ っ た が 、こ の ３ 月 中 に 、小 学 校 内 へ 移 転 す る こ と

に な っ て い る 。児 童 ク ラ ブ に つ い て は 、子 ど も が 体 調 の 悪

い と き に 休 憩 で き る 静 養 ス ペ ー ス の 確 保 や 設 備 面 で の 充

実 、指 導 員 の 資 質 の 向 上 な ど 課 題 も あ る が 、今 後 も 学 校 と

の 連 携 を 密 に し 、 ク ラ ブ 環 境 の 充 実 を 図 っ て ま い り た い 。
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大

村
12

市

長

御 幸 の 浜 プ ー ル

に つ い て は 、 事

業 仕 分 け の 結 果

を 受 け 、「 廃 止

の 方 向 で 検 討 」

と い う 方 針 を 出

さ れ 、 今 後 、 市

営 プ ー ル の あ り

方 を 検 討 す る と

し て い る が 、 廃

止 さ れ た 場 合 の

代 替 プ ー ル の 設

置 に つ い て も 検

討 す る の か 。

御 幸 の 浜 プ ー ル は 、夏 休 み 期 間 中、誰 も が 安 全 に 楽 し め

る 海 水 プ ー ル と し て 、ま た 、県 西 地 域 唯 一 の 公 式 競 技 が 開

催 で き る プ ー ル と し て 、例 年 多 く の 方 に 親 し ま れ 、利 用 さ

れ て い る が 、昭 和 ４ ５ 年 の 建 設 か ら ４ ０ 年 が 経 過 し 、老 朽

化 が 進 ん で い る 状 況 に あ る 。事 業 仕 分 け の 結 果 を 受 け 、今

後 、市 営 プ ー ル 事 業 の あ り 方 に つ い て 検 討 を 行 っ て い く 必

要 が あ る が 、財 政 状 況 等 を 勘 案 す る と 、新 た な 施 設 を す ぐ

に 建 設 す る と い う こ と は 、 大 変 難 し い 。 そ こ で 、 当 面 は 、

必 要 な 修 繕 等 を 行 い な が ら 使 用 を 継 続 し て ま い り た い と

考 え て い る の で 、 ご 理 解 い た だ き た い 。

小

松
13

市

長

平 成 ２ １ 年 ７ 月

に 放 課 後 児 童 ク

ラ ブ の 開 始 時 刻

を 早 め た こ と で

の 、 成 果 や 反 響

は ど う で あ っ た

の か 、伺 い た い 。

平 成 ２ １ 年 ７ 月 に 、 土 曜 日 や 夏 休 み な ど の 開 始 時 刻 を 、

午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら ８ 時 に 早 め た こ と で 、 保 護 者 か ら は 、

「 余 裕 を も っ て 通 勤 で き る よ う に な り 、 非 常 に あ り が た

い 」「 朝 の 時 間 帯 に 、 ク ラ ブ 室 が 開 く の を 、 子 ど も だ け で

待 た せ る よ う な こ と が な く な り 、と て も 安 心 し て い る 」な

ど の 声 を い た だ い て お り 、市 民 ニ ー ズ に 対 応 し た 成 果 が 得

ら れ た も の と 思 っ て い る 。

小

松
14

市

長

対 象 年 齢 や 開 設

時 間 の 拡 大 な ど

を 含 め 、 現 在 の

放 課 後 児 童 ク ラ

ブ の 整 備 は 、 ど

の よ う に 進 め ら

れ て い る の か 。

児 童 ク ラ ブ に つ い て は 、大 規 模 ク ラ ブ の 分 割 に よ る ク ラ

ブ 規 模 の 適 正 化 や 、基 準 を 満 た す 施 設 面 積 や 配 置 指 導 員 の

確 保 な ど 、 国 の ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ く 整 備 を 進 め て い る 。

現 在 は 、全 ２ ５ 小 学 校 区 に あ る ３ ２ ク ラ ブ に １ ２ ０ ０ 人 の

児 童 が 入 所 し 、１ ６ ０ 人 の 指 導 員 を 雇 用 し て い る 状 況 に あ

る 。な お 、開 設 時 間 に つ い て は 、保 護 者 の 就 労 状 況 等 を 考

慮 し 、順 次 拡 大 を 図 っ て お り 、対 象 年 齢 に つ い て は 、児 童

福 祉 法 で 放 課 後 健 全 育 成 事 業 の 対 象 と し て い る 、お お む ね

１ ０ 歳 未 満 （ 小 学 ３ 年 生 ま で ） と し て い る 。

小

松
15

市

長

富 士 見 小 学 校 区

の 放 課 後 児 童 ク

ラ ブ を 、 学 校 の

近 隣 や 敷 地 内 に

移 転 す る 考 え は

な い の か 。

富 士 見 小 学 校 区 放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 学 校 内 へ の 移 転 は 、

地 域 の 方 々 の 長 年 の 願 い で あ り 、学 校 側 と こ の 実 現 の た め

協 議 を 続 け て き た 結 果 、 よ う や く そ の 方 向 性 が 見 え て き

た 。こ う し た 中 、既 に 周 知 の と お り 、去 る １ 月 に 、学 校 隣

接 地 に お い て 事 業 展 開 を 予 定 し て い る 民 間 事 業 者 か ら 本

市 に 対 し 、富 士 見 小 学 校 の 児 童 ク ラ ブ の た め に 活 用 し て ほ

し い と し て 、寄 附 金 が 贈 ら れ た 。今 後 は こ の 寄 附 金 を 活 用

し 、児 童 ク ラ ブ の 校 内 設 置 に 向 け た 施 設 整 備 を 進 め 、平 成

２ ３ 年 の 夏 休 み 明 け に は 、 校 内 へ の 移 転 を 完 了 し た い 。



19

小

松
16

市

長

学 校 に 隣 接 す る

民 間 施 設 を 借 り

上 げ 、 賃 借 料 や

指 導 員 の 人 件 費

も 含 め た 経 費 全

額 を 保 護 者 か ら

徴 収 し て で も 、

放 課 後 児 童 ク ラ

ブ で ４ 年 生 以 上

を 受 け 入 れ る こ

と が で き な い

か 。 ま た 、 他 の

施 策 に よ り 、 ４

年 生 以 上 の 放 課

後 の 居 場 所 を 考

え ら れ な い か 。

本 市 放 課 後 児 童 ク ラ ブ は 、児 童 の 安 全 確 保 な ど の 理 由 か

ら 学 校 内 へ の 設 置 を 基 本 と し て い る 。ご 提 案 の 民 間 施 設 の

借 り 上 げ に つ い て は 、児 童 ク ラ ブ に 適 し た 民 間 施 設 を 学 校

近 く に 確 保 す る と い う 点 や経 費 面 に お い て 、大 変 難 し い と

考 え て お り 、対 象 学 年 に つ い て は 、当 面 は 現 状 を 保 ち た い

と 考 え て い る の で 、ご 理 解 い た だ き た い 。な お 、４ 年 生 以

上 の 居 場 所 に つ い て は 、地 域 総 ぐ る み で 子 ど も た ち を 見 守

り 育 て る ス ク ー ル コ ミ ュ ニ テ ィ の 理 念 の も と に 行 っ て い

る「 地 域 の 見 守 り 拠 点 づ く り 事 業 」な ど 、学 年 の 制 限 を 設

け な い 子 ど も た ち の 安 全 な 居 場 所 づ く り を 、久 野 地 区 な ど

に お け る モ デ ル 事 業 で の 成 果 を 検 証 し な が ら 、推 進 し て ま

い り た い 。

小

松
17

市

長

史 跡 小 田 原 城 跡

本 丸 ・ 二 の 丸 植

栽 管 理 計 画 は 、

植 栽 専 門 部 会 を

設 置 し 、 市 民 説

明 会 等 で 市 民 の

意 見 を 伺 っ て 進

め て い る と 聞 い

て い る が 、 ど の

よ う に 検 討 を 進

め て い る の か 。

ま た 、 そ れ に 対

す る 市 民 の 反 応

は ど の よ う な も

の か 。

植 栽 管 理 計 画 に つ い て は 、具 体 に ど の よ う に 進 め て い く

の か そ の 方 針 を 定 め た 運 用 指 針 に 基 づ き 、昨 年 末 の １ ２ 月

２ ７ 日 に 植 栽 専 門 部 会 を 立 ち 上 げ 、平 成 ２ ３ 年 度 か ら 整 備

を 予 定 し て い る 御 用 米 曲 輪 の 植 栽 の あ り 方 に つ い て 、現 地

踏 査 を 行 い な が ら 具 体 的 な 検 討 を 開 始 し た 。こ れ ま で 、市

民 説 明 会 へ の 参 加 を 含 め ３ 回 ご 協 議 を い た だ い た ほ か 、個

別 に ご 指 導 を い た だ い た り 、ご 意 見 を お 聞 か せ い た だ い て

い る 。ま た 、御 用 米 曲 輪 実 施 計 画 素 案 に つ い て 市 民 説 明 会

及 び 現 地 見 学 会 を 開 催 す る と と も に 、パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト

で は 、３ ３ 件 も の ご 意 見を お 寄 せ い た だ い た 。こ う し た 進

め 方 に 対 し て 、市 民 説 明 会 で は「 素 案 に 基 づ い た 丁 寧 な 作

業 を お 願 い し た い 。」 と の 概 ね 了 承 す る 意 見 を い た だ い て

お り 、パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト で は「 引 き 続 き 市 民 の 意 見 を 広

く 聞 い て 検 討 し て ほ し い 。 専 門 部 会 の 方 々 に 期 待 し て い

る 。」 等 の 意 見 が 寄 せ ら れ て い る 。

小

松
18

市

長

城 址 公 園 の 植 栽

管 理 計 画 に つ い

て は 、 今 後 ど の

よ う に 進 め て い

く の か 。

平 成 ２ ３ 年 度 に つ い て は 、御 用 米 曲 輪の 整 備 が い よ い よ

実 施 段 階 に 入 る た め 、北 東 土 塁 上 の 観 覧 席 等 構 造 物 に 絡 ん

だ ク ス ノ キ に つ い て 、剪 定 作 業 を 予 定 し て い る 。ま た 、植

栽 管 理 計 画 に 位 置 付 け ら れ た 樹 木 に つ い て 、具 体 的 に 検 証

す る た め 、 樹 木 の 種 類 や 状 態 を 把 握 す る 毎 木 調 査 を 実 施

し 、ど こ か ら 行 う か な ど 協 議 し た 上 で 、予 算 に 反 映 し て い

き た い と 考 え て い る 。
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加

藤
19

市

長

少 年 少 女 オ ー シ

ャ ン ク ル ー ズ 事

業 に 代 わ る 体 験

学 習 に つ い て 、

平 成 ２ ２ 年 度 は

ど う だ っ た の

か 。 ま た 、 平 成

２ ３ 年 度 も 行 わ

れ る の か 。

オ ー シ ャ ン ク ル ー ズ は 昨 年 度 で 廃 止 し 、 平 成 ２ ２ 年 度

は 、新 た に「 地 域 ・世 代 を 超 え た 体 験 学 習 事 業 」と 指 導 者

養 成 研 修 事 業「 お だ わ ら 自 然 楽 校 」を 立ち 上 げ た 。オ ー シ

ャ ン ク ル ー ズ の よ う な 大 掛 か り な も の で は な く 、地 道 で は

あ る が 、小 田 原 の 持 つ 豊 か な 自 然 や 資 産 、な り わ い を 活 用

し 、子 ど も た ち が 自 分 の 力 で 課 題 を 克 服 し て 、た く ま し く

成 長 し て い く こ と 、そ れ を 支 え る 担 い 手 を 育 成 し て い く こ

と を 目 的 と し た 事 業 で あ る 。平 成 ２ ３ 年 度 は 、本 事 業 を さ

ら に 充 実 さ せ る と と も に 、小 田 原 の 地 域 資 源 を 活 か し た 体

験 学 習 の モ デ ル と し て 、地 域 や 学 校 へ の 取 り 組 み に も つ な

げ 、よ り 多 く の 子 ど も が 参 加 で き る 機 会 の 拡 大 と 、担 い 手

の 育 成 に 努 め て い き た い と考 え て い る 。

加

藤
20

市

長

新 た な 体 験 学 習

事 業 は オ ー シ ャ

ン ク ル ー ズ 事 業

で 培 わ れ た 様 々

な 利 点 が 活 か さ

れ て い る の か 。

オ ー シ ャ ン ク ル ー ズ は 、体 験 学 習 を 通 し て 異 な る 世 代 が

交 流・協 力 し て 行 う 人 づ く り で あ り 、そ の 積 み 重 ね が 成 果

に つ な が っ た と い う 点 が 利 点 で あ っ た 事 業 と 考 え て い る 。

新 た に 取 り 組 ん で い る「 地 域・世 代 を 超 え た 体 験 学 習 事 業 」

及 び 指 導 者 養 成 研 修 事 業「 お だ わ ら 自 然 楽 校 」で は 、と も

に 様 々 な 世 代 が 参 画 し て お り 、こ の 中 に は オ ー シ ャ ン ク ル

ー ズ で 活 躍 さ れ た 実 行 委 員 や ア ド バ イ ザ ー 、サ ポ ー タ ー の

方 も 多 く 、世 代 間 の 交 流 も 活 発 に 行 わ れ て い る 。こ う し た

中 で 、た く ま し い 子 ど も た ち を 育 て る 体 験 学 習 や 、そ れ を

支 え る 新 た な 担 い 手 の 育 成 に 取 り 組 ん で お り 、オ ー シ ャ ン

ク ル ー ズ に よ り 培 わ れ た 利 点 は 継 承 さ れ 、十 分 に 活 か さ れ

て い る と 思 っ て い る 。

加

藤
21

市

長

史 跡 小 田 原 城 跡

本 丸 ・ 二 の 丸 整

備 基 本 構 想 の 策

定 か ら １ ８ 年 が

経 過 し て い る 。

少 な く と も 向 こ

う １ ０ 年 く ら い

の ス パ ン で 整 備

計 画 を 立 て る べ

き で は な い か 。

史 跡 小 田 原 城 跡 本 丸・二 の 丸 整 備 基 本 構 想 は 、策 定 か ら

１ ８ 年 が 経 過 し 、 こ の 間 、 施 設 の 移 転 や 史 跡 整 備 が 進 み 、

構 想 に 位 置 付 け ら れ た 短 期・長 期 の 計 画 な ど 、整 備 の ス ケ

ジ ュ ー ル を 全 体 的 に 見 直 し て い く 必 要 や 、植 栽 や 便 益 施 設

な ど の ゾ ー ニ ン グ に つ い て 検 討 が 必 要 な 段 階 に な っ て い

る 。史 跡 小 田 原 城 跡 調 査・整 備 委 員 会 か ら も 、そ ろ そ ろ 再

検 討 す べ き 時 期 と の 発 言 も 出 さ れ て お り 、市 と し て も 見 直

し 作 業 を 行 う 準 備 を 始 め た い と 考 え て い る 。ご 指 摘 の 整 備

計 画 に つ い て は 、 そ う し た 作 業 の 中 で 検 討 し て ま い り た

い 。

加

藤
22

市

長

図 書 館 の 移 転 に

つ い て の 考 え

は 、 ど う な っ て

い る の か 。

市 立 図 書 館 の 移 転 に つ い て は 、お 城 通 り 地 区 再 開 発 事 業

用 地 内 の 図 書 館 開 設 に 関 す る 陳 情 が 採 択 さ れ た こ と や 、他

の 文 化 施 設 と の 整 理 統 合 な ど も 視 野 に 入 れ な が ら 、市 立 図

書 館 の み な ら ず 今 後 の 図 書 館 全 体 の あ り 方 等 に つ い て 検

討 す る 必 要 が あ る と 考 え て い る 。そ の た め 、ま ず は 図 書 館

長 の 諮 問 機 関 で あ る 図 書 館 協 議 会 に 対 し 、「 小 田 原 市 図 書

館 施 設 の 今 後 の あ り 方 に つ い て 」を 諮 問 し 、検 討 し て 頂 い

て い る と こ ろ で あ る 。
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資料 ２

東北地方太平洋沖地震の対応について

１ 教育委員会関係の事項（時系列）

（１）３月１１日（金）

時 刻 事 項

１４：４６ ○地震発生

○津波警報発令

１５：００ ○小田原市が災害対策本部設置

○全小学校に広域避難所の開設準備を手配（学校への連絡・職員

を現地へ配置）

１６：１０ ○災害対策本部から海岸に近い小学校１０校に「広域避難所」の

開設要請（三の丸、新玉、早川、山王、町田、国府津、酒匂、

片浦、前羽、富士見の各小学校）

１６：１０ ○海岸線避難勧告（対象：新玉、万年、十字、山王網一色、

国府津、酒匂、小八幡、片浦、橘南の各地区／ 52,149 人

21,581 世帯）

その後、随時 ○小田原駅の滞留者の対応

城山中学校に「避難所」開設・収容

（城山中学校で収容しきれない分）

↓小田原高校に「避難所」開設・収容

↓小田原女子短期大学に「避難所」開設・収容

↓市民会館に「避難所」開設・収容

三の丸小学校へ収容

○根府川駅の滞留者の対応

片浦小学校へ収容

○国府津駅の滞留者の対応

国府津小学校へ収容

○自主避難者がいるとの情報があったため、大窪小学校、久野小

学校及び橘中学校に避難所を開設

（２）３月１２日（土）

時 刻 事 項

１３：５０ ○津波警報から津波注意報へ変更

１４：２０ ○避難勧告解除

１５：００ ○避難者帰宅、全避難所閉鎖
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２ 避難所の開設・準備箇所

（１）開設：１４箇所（１４校）

ア 小学校（１２校）：三の丸、新玉、早川、山王、町田、国府津、酒匂、片浦、

前羽、富士見、大窪、久野

イ 中学校（２校）：城山、橘

（２）開設準備：１３箇所（１３校）

ア 小学校（１３校）：足柄、芦子、富水、下府中、桜井、千代、下曽我、曽我、

東富水、下中、矢作、報徳、豊川

３ 避難者数 最大避難者数：２，４３４名

宿泊者数 ：１，７１６名（３月１２日 午前１時１５分現在）

通番 学 校 名
避難者数

（名）

宿泊者数

（名）
備 考

１ 三の丸小学校 １４６ ８０ 小田原駅の滞留者含む

２ 新玉小学校 ９０ ０

３ 早川小学校 ３３ ０

４ 山王小学校 ７０ ２２

学校が海岸線に近いため、津波

対策として校舎の３・４階を開

放

５ 町田小学校 ３０ ０

６ 国府津小学校 １６０ １００ 国府津駅の滞留者含む

７ 酒匂小学校 ８０ ０

８ 片浦小学校 ３７０ ３７０ 根府川駅の滞留者含む

９ 前羽小学校 １４９ ２５

10 富士見小学校 ８１ ８

11 大窪小学校 ９ ０

12 久野小学校 １ ０

13 城山中学校 ６００ ５００ 小田原駅の滞留者

14 橘中学校 ４ ０

15 小田原高校 ５００ ５００ 小田原駅の滞留者

16 小田原女子短大 １００ １００ 小田原駅の滞留者

17 市民会館 １１ １１ 小田原駅の滞留者

合 計 ２，４３４ １，７１６

４ 従事職員数

（１）教育委員会の職員

教育長以下１９５名（全員）

（２）教職員
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小・中学校（３月２２日までに報告があったもの） １９７名

（３）避難所での従事者

ア 教育委員会職員 ４０名（再掲）

イ 市役所の他の部局からの応援（地区配備職員を除く） ９２名

＊ 今回従事した者の合計 ４８４名

教育委員会職員１９５名＋教職員１９７名＋他部局の応援職員９２名＝４８４名

５ 教育委員会としての特記事項

（１）給食の中止

ア 橘地区（橘中学校、前羽小学校、下中小学校）

３月１４日（月）から学年末まで

＊ 同地区の前羽幼稚園及び下中幼稚園の給食は、学年末のため既に終了してい

ました。

イ その他の地区

３月１５日（火）から学年末まで

（２）生涯学習部の行事中止 １２行事

通番 日 程 行 事 名 所 管

１
３月１２日

～１３日
ミューズフェスタ２０１１ 生涯学習政策課

２ ３月１２日 北村透谷碑移転除幕式
文化財課

図書館

３ ３月１３日 尊徳マラソン スポーツ課

４ ３月１５日 青少年健全育成連絡協議会全体研修会講演 青少年課

５ ３月１８日 青少年健全育成対策本部重点区域該当指導 青少年課

６ ３月１９日
春の体験学習プログラム

「片浦ラリー・フォト・ゲーム」
青少年課

７ ３月２０日 中学生の体験学習「中学生のインプロ体験」 青少年課

８ ３月２６日 青少年育成推進員協議会全体研修会 青少年課

９
３月２６日

～２７日

小田原文学館 ～ひと・まち・はる・さくら～

小田原文学館西海子サロン

文学館の春を楽しむ

生涯学習政策課

図書館

10 ３月２７日
きらめき☆おだわら塾５グループ講座

～脳の活性化！ 体験の春～
生涯学習政策課

11 ３月２７日 グラウンドゴルフ大会 スポーツ課

12
３月２８日

～２９日

ジュニア・リーダーズ・クラブ

「３月定例会キャンプ」
青少年課
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（３）施設の主な被害状況

ア 学校教育施設関係 ４小学校・４中学校

通番 施 設 名 被 害 箇 所

１ 町田小学校 ○受水槽破損

２ 下府中小学校 ○受水槽破損

３ 国府津小学校 ○受水槽破損

４ 酒匂小学校 ○屋内運動場外壁モルタル落下

５ 鴨宮中学校 ○受水槽破損

６ 城北中学校 ○受水槽破損

７ 千代中学校 ○受水槽破損

８ 白山中学校 ○ガス管破損

イ 生涯学習施設関係 １施設

通番 施 設 名 被 害 箇 所

１ 小田原文学館 ○南門が倒壊
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小田原市図書館雑誌スポンサー募集要領

（趣旨）

第１条 この要領は、小田原市有料広告掲載要綱（以下、「要綱」という。）第２

条第２項、第３条及び第４条の規定に基づき、小田原市図書館雑誌スポンサー制

度（以下「雑誌スポンサー制度」という。）の実施に関し、必要な事項を定める

ものとする。

（目的）

第２条 雑誌スポンサー制度は、最少の経費で市の図書館の雑誌コーナーを充実さ

せ、図書館サービスの向上を図ることを目的とする。

（雑誌スポンサー制度の内容）

第３条 広告を表示する者（以下「スポンサー」という。）が雑誌の購入費用を負

担し、購入した雑誌を小田原市の図書館に配架する。

２ スポンサーが購入した雑誌の配架位置及び保存、廃棄については、市が決定す

る。

３ 市は、提供雑誌の最新号カバー表面にスポンサー名を、また雑誌架と提供雑誌

の最新号カバー裏面にスポンサーの広告を掲載する。

（スポンサー及び広告内容の基準）

第４条 スポンサーは企業、商店、団体等を対象とし、個人は対象外とする。

２ 広告及びスポンサー名（以下、「広告等」という。）は市の図書館の公共性及

び信頼性を損なうおそれのないものとし、要綱第２条第１項各号のいずれかに該

当するものは掲載できない。

（広告等の規格等）

第５条 広告等の表示位置及びスペースは次のとおりとする。

（１）提供雑誌の最新号カバー表面については、スポンサー名を表示し、表示の大

きさは縦４ｃｍ、横１３ｃｍ以内で、地色は白色、文字は黒色とする。なお、

貼付位置は最新号カバー底辺より４㎝上部の中央とする。

（２）雑誌架については、 スポンサーの希望する広告を表示するものとし、表示

の大きさは縦１５ｃｍ 、２１ｃｍ以内とする。なお、貼付位置は雑誌架にあ

る個別のアクリル板の上辺より４ｃｍ下部の中央とする。

（３）提供雑誌の最新号カバーの裏面の広告は、最新号カバーに収まるサイズとし、

資料 ４
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片面印刷のものを使用する。

２ スポンサー名は、前項の表示位置のいずれにおいても同一名称を用いることと

する。

３ スポンサー名表示及び広告はスポンサーが作成するものとする。

４ 広告の内容変更は年間２回までとする。変更に当たっては、市と事前に協議し、

その承認を得なければならない。

（広告等の掲出期間）

第６条 広告の掲出期間は、原則として市が掲載を決定した月の翌月から１年間と

する。ただし、期間満了の３ヶ月前までに、市又は広告主いずれかの解約の意思表

示がない場合は自動的に継続するものとし、その後も同様とする。

（雑誌の選定）

第７条 スポンサーは、提供雑誌を別紙「雑誌リスト」より選定するものとする。

（雑誌の募集時期）

第８条 スポンサーは随時募集する。 ただし、既にスポンサーが付いている雑誌に

ついては、その広告等の掲出期間の終了する２ヶ月前の１日から受け付けるもの

とする。

（申込方法）

第９条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は、｢雑誌スポンサー制度

申請書｣（様式第1号）に必要事項を記入し、掲載希望の広告（案）を添えて、図

書館に持参、ファクシミリ、または郵送のいずれかの方法により提出するものと

する。

（スポンサー及び広告内容の決定）

第１０条 市長は、前条の申込みを受けた場合には、要綱第７条に規定する広告審

査会事務局に申込状況を情報提供するとともに、要綱及びこの要領の定めるとこ

ろにより審査を行い、スポンサー及び広告内容を決定するものとする。

２ 同一雑誌に重複して申込みがあった場合は、要綱第５条の規定によるものとす

る。

３ 広告等の決定に疑義が生じた場合には、要綱第７条に規定する広告審査会にお

いて審査し、可否を決定するものとする。
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（契約）

第１１条 申込者は、雑誌スポンサー制度のスポンサーに決定した場合、覚書（様

式第２号）により市と契約を締結するものとする。

（支払方法）

第１２条 スポンサーは、雑誌購入代金を、市指定の納入業者に直接支払うものと

する。なお、振込手数料が発生する場合は、スポンサーの負担とする。

（雑誌が休刊した場合の措置）

第１３条 広告主提供の雑誌が休刊した場合は、小田原市の図書館と協議の上、別

の雑誌に広告を振り替えるものとする。

（広告掲載の責務）

第１４条 広告の内容に関する一切の責任は、スポンサーが負うものとし、広告掲

載に関連して第三者に損害を与えた場合は、スポンサーの負担において解決する

ものとする。

附 則

この要領は、平成２３年３月１５日から施行する。
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平成 年 月 日

小田原市立図書館長宛

住所 〒

企業名・団体名

代表者氏名

小田原市雑誌スポンサー制度申込書

「小田原市雑誌スポンサー制度要領」に基づき、次のとおり申し込みます。

１ 広告の掲示を希望する雑誌名及び掲載希望期間

雑 誌 名 広告掲載希望開始日（開始号）

平成 年 月 日 ～

平成 年 月 日号～

平成 年 月 日 ～

平成 年 月 日号～

平成 年 月 日 ～

平成 年 月 日号～

*広告掲載希望開始日（開始号）は、審査、手続きの関係で申し込み日より２週

間程度余裕をもって設定してください。

２ 担当者連絡先

担当者名

部署名

電話番号

FAX 番号

メールアドレス



平成23年度 雑誌購入リスト（一般）
タ イ ト ル 刊行頻度 かもめ図書館 市立図書館 年間購入予定価格

ア アエラ（ＡＥＲＡ） 週 ○ ○ 19,500

アサヒカメラ 週 ○ 10,500

明日の友 隔月 ○ 4,000

アスキー．ＰＣ 月 ○ 7,500

アンアン（ａｎ ａｎ） 週 ○ 20,500

安心 月 ○ 8,500

イ いきいき 月 ○ 8,000

囲碁未来 月 ○ 7,500

一個人 月 ○ 8,500

一枚の絵 月 ○ 10,000

田舎暮らしの本 月 ○ 8,500

いぬのきもち 月 ○ 15,000

イングリッシュジャーナル（Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｊｏｕｒｎａｌ） 月 ○ 18,000

ウ ウイズ（Ｗｉｔｈ） 月 ○ 8,500

エ エコノミスト 週 ○ 26,500

エスエフ（ＳＦ）マガジン 月 ○ 11,500

ＭＪ無線と実験 月 ○ 14,500

園芸ガイド 隔月 ○ 5,500

演劇界 月 ○ 20,500

オ オール読物 月 ○ ○ 11,500

おかずのクッキング 隔月 ○ 3,500

オズマガジン （OZ Ｍａｇａｊｉｎｅ） 隔月 ○ 5,500

おりがみ 月 ○ 9,000

オレンジページ 月2 ○ 9,000

音楽の友 月 ○ 12,000

カ カーグラフィック（Ｃａｒ Ｇｒａｐｈｉｃ） 月 ○ 14,500

会社四季報 季 ○ 8,500

科学 月 ○ 17,000

岳人 月 ○ 10,000

学校図書館 月 ○ 9,000

家庭画報 月 ○ 13,500

環境と公害 季 ○ 5,000

キ 季刊 考古学 季 ○ 10,500

キネマ旬報 月2 ○ 21,500

キャンキャン（Ｃａｎ Ｃａｍ） 月 ○ 8,000

教育 月 ○ 8,500

きょうの健康 月 ○ 7,500

ＮＨＫきょうの料理 月 ○ ○ 7,000

ク クーヨン（ＣＯＯＹＯＮ） 月 ○ 11,500

暮らしと健康 月 ○ 7,500

暮らしの手帖 隔月 ○ 9,000

クラッシー（CLASSY） 月 ○ 9,000

栗原はるみ haru-mi 季 ○ 4,000

クロワッサン 隔週 ○ 9,000

群像 月 ○ 11,000

ケ 芸術新潮 月 ○ ○ 17,000

蛍雪時代 月 ○ 11,500

月刊国民生活 月 ○ 6,500

月刊 消費者 月 ○ 6,000
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タ イ ト ル 刊行頻度 かもめ図書館 市立図書館 年間購入予定価格

月刊 福祉 月 ○ 12,500

現代教育科学 月 ○ 10,500

現代詩手帖 月 ○ 14,500

コ 考古学ジャーナル 月 ○ 28,000

国文学 解釈と鑑賞 月 ○ 20,500

ゴルフ（ＧＯＬＦ）クラッシック 月 ○ 10,000

ゴルフダイジェスト(ＧＯＬＦ DIGEST) 月 ○ 8,000

サ サライ 月2 ○ 16,000

雑貨カタログ 隔月 ○ 7,500

サンデー毎日 週 ○ ○ 18,500

ジ ジェイティービー（ＪＴＢ）時刻表 月 ○ ○ 13,500

思想 月 ○ 15,000

社会教育 月 ○ 8,500

週刊 朝日 週 ○ ○ 20,000

週刊 金曜日 週 ○ 26,000

週刊 女性 週 ○ 20,000

週刊 新潮 週 ○ ○ 20,000

週刊 ダイヤモンド 週 ○ 29,000

週刊 東洋経済 週 ○ 32,000

週刊 文春 週 ○ ○ 20,000

週刊 ベースボール 週 ○ 20,000

週刊 サッカーマガジン 週 ○ 20,500

自遊人 隔月 ○ 4,500

ＮＨＫ趣味の園芸 月 ○ ○ 6,500

趣味の山野草 月 ○ 12,500

ジュリスト 季 ○ 31,000

将棋世界 月 ○ 9,000

小説 現代 月 ○ ○ 11,500

小説 新潮 月 ○ ○ 10,500

小説 すばる 月 ○ 10,500

小説 宝石 月 ○ 9,500

湘南スタイルマガジン 季 ○ 4,000

女性自身 週 ○ 19,000

新潮 週 ○ 11,000

新潮４５ 月 ○ 10,000

ス 数学セミナー 月 ○ 12,000

すてきな奥さん 月 ○ 7,500

すてきにハンドメイド 月 ○ 8,500

ストーリー（STORY） 月 ○ 10,000

すばる 月 ○ 10,500

相撲 月 ○ 11,000

セ 正論 月 ○ 9,000

世界 月 ○ 10,500

タ ターザン（ＴＡＲＺＡＮ） 月2 ○ 11,500

ダ・ヴィンチ 月 ○ ○ 6,000

旅 月 ○ ○ 7,500

短歌 月 ○ 12,000

短歌研究 月 ○ 12,000

ダンス・ビュウ 月 ○ 11,000

チ 地方自治 月 ○ 10,000
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タ イ ト ル 刊行頻度 かもめ図書館 市立図書館 年間購入予定価格

地方史研究 隔月 ○ 8,500

中央公論 月 ○ ○ 10,500

地理学評論 隔月 ○ 20,000

ツ つり人 月 ○ 12,000

テ 鉄道ジャーナル 月 ○ 12,000

鉄道ピクトリアル 月 ○ 12,000

テニスクラシックブレーク（Tennis Classic Break） 月 ○ 8,000

天然生活 月 ○ 8,500

天文ガイド 月 ○ 10,000

ト 東京人 月 ○ 10,000

ドゥーパ 隔月 ○ 6,000

図書館雑誌 月 ○ 12,000

ナ ナショナル ジオグラフィック 月 ○ 9,000

ナンバー（Sport Graphic Number) 隔週 ○ 14,000

二 日経エンタテイメント 月 ○ 6,000

日経サイエンス 月 ○ 16,000

日経TRENDY 月 ○ 7,000

日経マネー 月 ○ 8,000

日本カメラ 月 ○ 10,000

日本児童文学 隔月 ○ 6,000

日本歴史 月 ○ 8,500

ニューズウィーク（ＮＥＷＳ ＷＥＥＫ） 週 ○ 16,500

ニューズウィーク日本語版（ＮＥＷＳ ＷＥＥＫ） 週 ○ ○ 16,500

ニュートン（Ｎｅｗton） 月 ○ ○ 12,000

ネ ねこのきもち 月 ○ 13,000

ノ ノンノ（ｎｏｎ ｎｏ） 月2 ○ 15,000

ハ 俳句 月 ○ 11,000

俳句四季 月 ○ 10,500

ＢＡＩＬＡ 月 ○ 9,000

ハウジング 月 ○ 6,000

花時間 季 ○ 4,000

判例時報 旬 ○ 40,000

ヒ ピーエイチピー（ＰＨＰ） 月 ○ 2,500

ビーパル（ＢＥ－ＰＡＬ） 月 ○ 7,000

ビズ 隔月 ○ 10,000

ビッグトゥモーロー(ＢIG ｔｏｍｏｒｒｏｗ） 月 ○ 8,000

婦人公論 月2 ○ ○ 13,500

フリックス（ＦＬＩＸ） 月 ○ 12,000

ブルータス（ＢRUTUS） 月2 ○ ○ 13,000

プレジデント 月2 ○ ○ 14,000

プレモ（Pre-mo） 季 ○ 3,000

文学 隔月 ○ 13,000

文学界 月 ○ 11,500

文化財 月 ○ 10,000

文藝 季 ○ 4,000

文藝春秋 月 ○ ○ 10,000

へ ベビモ（Baby-mo） 月 ○ 8,500

ペン（ｐｅｎ） 月2 ○ 13,500

ホ 法学セミナー 月 ○ 14,000

法律時報 月 ○ 21,500
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タ イ ト ル 刊行頻度 かもめ図書館 市立図書館 年間購入予定価格

ボイス（Voice） 月 ○ 8,500

丸 月 ○ 14,000

ミ ミステリマガジン 月 ○ 11,000

ミセス 月 ○ 12,000

メ メンズクラブ（ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ） 月 ○ 9,000

モ モア（ＭＯＲＥ） 月 ○ 8,000

モダン・インテリア 季 ○ 4,000

モノ（MoNo）マガジン 月2 ○ 14,500

ヤ 山と渓谷 月 ○ 12,000

ユ ユリイカ 月 ○ 15,000

ゆうゆう 月 ○ 8,500

ヨ 横浜ウオーカー（ＹＯＫＯＨＡＭＡ Ｗａｌｋｅｒ） 隔週 ○ 8,500

ラ ランナーズ 月 ○ 8,500

料理王国 月 ○ 12,000

旅行読売 月 ○ 5,500

レ 歴史学研究 月 ○ 9,000

歴史評論 月 ○ 11,000

歴史読本 月 ○ ○ 12,500

レディブティック 月 ○ 10,000
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平成23年度 雑誌購入リスト （児童）
タイトル 刊行頻度 かもめ図書館 市立図書館 年間購入予定価格

ア アニメージュ 月 ○ 10,000

エ edu（エデュー） 月 ○ 8,500

NHKおかあさんといっしょ 月 ○ ○ 7,500

おひさま 隔月 ○ 4,000

カ かがくのとも 月 ○ ○ 5,000

ケ 月刊ニュースがわかる 月 ○ ○ 4,000

月刊ポプラディア 月 ○ ○ 9,000

コ 子供の科学 月 ○ ○ 8,500

こどもとしょかん 季 ○ 3,000

子どもの文化 月 ○ 4,000

子どもと読書 隔月 ○ 3,500

こどもの図書館 月 ○ 8,000

子どもと昔話 季 ○ 3,500

こどものとも 月 ○ ○ 5,000

こどものとも０．１．２ 月 ○ ○ 5,000

こどものとも年少版 月 ○ ○ 5,000

こどものとも年中向き 月 ○ ○ 5,000

こどもの本棚 月 ○ 5,000

こどものくに たんぽぽ版 月 ○ 4,500

こどものくに チューリップ版 月 ○ 4,500

こどものくに ひまわり版 月 ○ 4,500

コモ（Ｃｏｍｏ） 月 ○ 9,500

シ 週刊ファミ通 週 ○ 21,000

小学１年生 月 ○ 9,000

小学２年生 月 ○ 9,000

小学３年生 月 ○ 9,000

小学４年生 月 ○ 9,000

ジュニアエラ（junior AERA） 月 ○ 6,000

しぜんのくに 月 ○ 5,000

セ セブンティーン 月 ○ 7,000

タ たくさんのふしぎ 月 ○ ○ 8,500

たのしい幼稚園 月 ○ 8,000

チ ちいさなかがくのとも 月 ○ 5,000

テ 鉄道ファン 月 ○ 14,500

てれびくん 月 ○ ○ 7,500

ニ nicola（ニコラ） 月 ○ 6,000

ヒ ひよこクラブ 月 〇（児） 7,500

ヘ ベビーブック 月 ○ 8,000

ホ ホビージャパン 月 ○ 13,500

メ めばえ 月 ○ 7,000

モ モエ（ＭＯＥ） 月 ○ ○ 10,000

ヨ 幼稚園 月 ○ 8,000
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議案第５号

小田原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

小田原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則について、小田

原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１５号の規定に基

づき、議決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男
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小田原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の７の規定に基づき、小

田原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の権限に属する事務の一部の補助執行に関し

必要な事項を定めるものとする。

（補助執行事務）

第２条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、別表第１の左欄に掲げる事務を同表の右欄

に掲げる職員に補助執行させるものとする。

（専決等）

第３条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、小田原市教育委員会事務決裁規

程（平成１０年小田原市教育委員会訓令第１号）の規定を準用する。

２ 小田原市職員の職の設置等に関する規則（昭和４２年小田原市規則第３号）別表第１に規定す

る支所長は、別表第２に掲げる事項を専決することができる。

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

別表第１（第２条関係）

事務 職員

(1) 生涯学習政策の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育指導者の養成に関すること。

(4) 社会教育関係団体に関すること。

(5) 学校施設の開放（社会教育開放に限る。）に関すること。

(6) 集会所の管理及び運営に関すること。

(7) 生涯学習に関する講座等開催及び情報提供並びに学習相

談支援に関すること。

(8) 生涯学習センターの管理及び運営に関すること。

(9) 地区公民館の育成に関すること。

(10) 郷土文化館の管理及び運営に関すること。

(11) 郷土文化資料の収集、保管、展示及び調査研究に関す

ること。

(12) 尊徳記念館の管理及び運営に関すること。

(13) 二宮尊徳に関する資料の収集、保管及び展示に関する

こと。

文化部長、文化部副部長及び生

涯学習課の職員
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(1) 文化財保護の企画及び調整に関すること。

(2) 文化財の指定及び指定の解除に関すること。

(3) 文化財の調査、保存及びその活用に関すること。

(4) 文化財の普及及び啓発に関すること。

(5) 文化財保護委員会に関すること。

(6) 小田原城跡の調査及び整備の企画及び実施に関すること。

(7) 国指定史跡の調査及び保存に関すること。

(8) 埋蔵文化財の発掘調査及び保存に関すること。

文化部長、文化部副部長及び文

化財課の職員

(1) 図書館活動の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 図書館の管理及び運営に関すること。

(3) 図書館協議会に関すること。

(4) 図書館関係機関及び図書館関係団体との連絡及び調整に

関すること。

(5) 図書館資料の運用に関すること。

(6) 図書館資料及び地域資料の調査及び研究に関すること。

(7) 自動車文庫の運営に関すること。

(8) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(9) 文学館の管理及び運営に関すること。

文化部長、文化部副部長及び図

書館の職員

学校施設の開放（スポーツ開放に限る。）に関すること。 文化部長、文化部副部長及びス

ポーツ課の職員

(1) 青少年の体験交流学習に関すること。

(2) 青少年指導者及び育成者に関すること。

(3) 塔ノ峰青少年の家の管理及び運営に関すること。

子ども青少年部長、子ども青少

年部副部長及び青少年課の職員

(1) 生涯学習センター分館の使用許可に関すること。

(2) 図書館分館の資料の運用に関すること。

戸籍住民課の職員

別表第２（第３条関係）

専決事項

生涯学習センター分館の使用許可
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小田原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

［制定理由］

地方自治法の規定に基づき、小田原市教育委員会の権限に属する事務の一部の補

助執行に関し必要な事項を定めるため制定する。

［内 容］

１ 補助執行事務（第２条及び別表第１関係）

教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を同

表の右欄に掲げる職員に補助執行させることとする。

事務 職員

(1) 生涯学習政策の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育指導者の養成に関すること。

(4) 社会教育関係団体に関すること。

(5) 学校施設の開放（社会教育開放に限る。）に関する

こと。

(6) 集会所の管理及び運営に関すること。

(7) 生涯学習に関する講座等開催及び情報提供並びに学

習相談支援に関すること。

(8) 生涯学習センターの管理及び運営に関すること。

(9) 地区公民館の育成に関すること。

(10) 郷土文化館の管理及び運営に関すること。

(11) 郷土文化資料の収集、保管、展示及び調査研究に

関すること。

(12) 尊徳記念館の管理及び運営に関すること。

(13) 二宮尊徳に関する資料の収集、保管及び展示に関

すること。

文化部長、文化部副

部長及び生涯学習課

の職員

(1) 文化財保護の企画及び調整に関すること。

(2) 文化財の指定及び指定の解除に関すること。

(3) 文化財の調査、保存及びその活用に関すること。

(4) 文化財の普及及び啓発に関すること。

(5) 文化財保護委員会に関すること。

(6) 小田原城跡の調査及び整備の企画及び実施に関する

こと。

(7) 国指定史跡の調査及び保存に関すること。

(8) 埋蔵文化財の発掘調査及び保存に関すること。

文化部長、文化部副

部長及び文化財課の

職員
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(1) 図書館活動の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 図書館の管理及び運営に関すること。

(3) 図書館協議会に関すること。

(4) 図書館関係機関及び図書館関係団体との連絡及び調

整に関すること。

(5) 図書館資料の運用に関すること。

(6) 図書館資料及び地域資料の調査及び研究に関するこ

と。

(7) 自動車文庫の運営に関すること。

(8) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(9) 文学館の管理及び運営に関すること。

文化部長、文化部副

部長及び図書館の職

員

学校施設の開放（スポーツ開放に限る。）に関すること。文化部長、文化部副

部長及びスポーツ課

の職員

(1) 青少年の体験交流学習に関すること。

(2) 青少年指導者及び育成者に関すること。

(3) 塔ノ峰青少年の家の管理及び運営に関すること。

子ども青少年部長、

子ども青少年部副部

長及び青少年課の職

員

(1) 生涯学習センター分館の使用許可に関すること。

(2) 図書館分館の資料の運用に関すること。

戸籍住民課の職員

２ 専決等

(1) 小田原市教育委員会事務決裁規程の準用（第３条関係）

補助執行させる事務の決裁については、小田原市教育委員会事務決裁規程の

規定を準用することとする。

(2) 支所長の専決（第３条及び別表第２関係）

支所長は、生涯学習センター分館の使用許可に関する事務を専決することが

できることとする。

［適 用］

平成２３年 ４ 月 １ 日



議案第６号

小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正

する規則

小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正する

規則について、小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条

第１５号の規定に基づき、議決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男
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小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正する規則

小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則（平成１０年小田原市教育委員会

規則第１号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（部、課及び係の設置）

第２条 教育委員会事務局に次の部、課及び係

を置く。

教育部

教育総務課 総務係 施設係

保健給食課 保健係 給食係

教育指導課 指導係 相談係 学事係 教

職員係

（事務分掌）

第３条 前条に規定する課の事務分掌は、次の

とおりとする。

教育部

教育総務課

(1)～(22) （略）

(23) その他他の課の所管に属しない事

項に関すること。

保健給食課

（部、課及び担当の設置）

第２条 教育委員会事務局に次の部、課及び担

当を置く。

学校教育部

教育総務課 総務担当 施設担当

学校教育課 学事担当 教職員担当 保健

担当 給食担当

教育指導課 指導担当 相談担当

生涯学習部

生涯学習政策課 学習政策担当

青少年課 児童文化・育成担当

文化財課 文化財担当 城跡整備担当 総

構整備担当

スポーツ課 管理担当 スポーツ振興担当

（事務分掌）

第３条 前条に規定する課の事務分掌は、次の

とおりとする。

学校教育部

教育総務課

(1)～(22) （略）

(23) その他他の部課の所管に属しない

事項に関すること。

学校教育課

(1) 県費負担教職員の服務の監督及び任

免その他の人事に係る内申に関するこ

と。

(2) 幼稚園長、幼稚園教諭の服務の監督

に関すること。
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(1) （略）

(2) （略）

(3) （略）

(4) （略）

(5) （略）

(6) （略）

(7) （略）

教育指導課

(1)～(7) （略）

(8) 県費負担教職員の服務の監督及び任

免その他の人事に係る内申に関するこ

と。

(9) 幼稚園長、幼稚園教諭の服務の監督

に関すること。

(10) 県費負担教職員の福利厚生に関す

ること。

(11) 学級編制に関すること。

(12) 学齢簿の編成、整備及び保管に関

すること。

(3) 県費負担教職員の福利厚生に関する

こと。

(4) 学級編制に関すること。

(5) 学齢簿の編成、整備及び保管に関す

ること。

(6) 園児の入園及び退園に関すること。

(7) 学齢児童及び学齢生徒の就学に関す

ること。

(8) 児童及び生徒の入学、転学及び退学

に関すること。

(9) 私立幼稚園との連絡調整に関するこ

と。

(10) 児童及び生徒の就学援助並びに幼

児の就園奨励に関すること。

(11) 奨学基金に関すること。

(12) （略）

(13) （略）

(14) （略）

(15) （略）

(16) （略）

(17) （略）

(18) （略）

教育指導課

(1)～(7) （略）
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(13) 園児の入園及び退園に関すること。

(14) 学齢児童及び学齢生徒の就学に関

すること。

(15) 児童及び生徒の入学、転学及び退

学に関すること。

(16) 私立幼稚園との連絡調整に関する

こと。

(17) 児童及び生徒の就学援助並びに幼

児の就園奨励に関すること。

(18) 奨学基金に関すること。

生涯学習部

生涯学習政策課

(1) 生涯学習政策の総合的企画及び調整

に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 学校施設の開放（社会教育開放に限

る。）に関すること。

(4) 人権教育に関すること。

(5) 芸術文化に関すること。

(6) 社会教育指導者の養成に関すること。

(7) 社会教育関係団体に関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

青少年課

(1) 青少年育成の総合的企画及び調整に

関すること。

(2) 青少年の交流活動に関すること。

(3) 青少年問題協議会に関すること。

(4) 青少年指導者及び育成者に関するこ

と。

(5) 成人式に関すること。

(6) 放課後児童クラブに関すること。

(7) 児童文化事業に関すること。

文化財課

(1) 文化財保護の企画及び調整に関する
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こと。

(2) 文化財の指定及び指定の解除に関す

ること。

(3) 文化財の調査、保存及びその活用に

関すること。

(4) 文化財の普及及び啓発に関すること。

(5) 文化財保護委員会に関すること。

(6) 小田原城跡の調査及び整備の企画及

び実施に関すること。

(7) 国指定史跡の調査及び保存に関する

こと。

スポーツ課

(1) 社会体育の総合的企画に関すること。

(2) スポーツ・レクリエーションの振興

に関すること。

(3) スポーツ振興審議会に関すること。

(4) 小田原市体育施設条例（昭和３９年

小田原市条例第２１号）第２条第２項

第１号から第４号までに規定する体育

施設及び小田原市営プール条例（昭和

３９年小田原市条例第３１号）第２条

各号に規定するプール（以下この条に

おいて「体育施設等」という。）の運

営管理に関すること。

(5) 体育施設等の使用許可に関すること。

(6) 学校施設の開放（スポーツ開放に限

る。）に関すること。

(7) 体育指導委員に関すること。

(8) 社会体育指導者の養成に関すること。

(9) スポーツ実技指導者派遣に関するこ

と。

(10) 各種大会及び競技会に関すること。

(11) 体育団体の指導育成に関すること。

(12) 財団法人小田原市体育協会との連
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（学校給食共同調理場）

第４条 小田原市学校給食共同調理場設置条例

（昭和５７年小田原市条例第３８号）第２条

第１項の規定により設置された学校給食共同

調理場は、教育部保健給食課に属する。

（教育研究所）

第５条 小田原市教育研究所設置条例（昭和

３１年小田原市条例第３３号）第２条の規定

により設置された小田原市教育研究所（以下

この条において「教育研究所」という。）は、

教育部教育指導課に属する。

２ （略）

絡調整に関すること。

(13) 健康ウォーク大会の開催に関する

こと。

（学校給食共同調理場）

第４条 小田原市学校給食共同調理場設置条例

（昭和５７年小田原市条例第３８号）第２条

第１項の規定により設置された学校給食共同

調理場は、学校教育部学校教育課に属する。

（教育研究所）

第５条 小田原市教育研究所設置条例（昭和

３１年小田原市条例第３３号）第２条の規定

により設置された小田原市教育研究所（以下

この条において「教育研究所」という。）は、

学校教育部教育指導課に属する。

２ （略）

（集会所）

第６条 小田原市集会所条例（昭和６１年小田

原市条例第４号）第２条の規定により設置さ

れた小田原市集会所は、生涯学習部生涯学習

政策課に属する。

（生涯学習センター）

第７条 小田原市生涯学習センター条例（平成

１８年小田原市条例第４９号）第１条第１項

の規定により設置された生涯学習センター

（以下この条において「生涯学習センター」

という。）は、生涯学習部生涯学習政策課に

属し、生涯学習センターに生涯学習センター

担当を置く。

２ 生涯学習センターの事務分掌は、次のとお

りとする。
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(1) 生涯学習に関する情報提供及び学習相談

支援に関すること。

(2) 生涯学習に関する総合的な連絡調整に関

すること。

(3) 生涯学習に関する調査及び研究に関する

こと。

(4) 講座、講習会、講演会等の開催に関する

こと。

(5) 生涯学習センターの施設等の利用の提供

に関すること。

(6) 地区公民館の育成に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の

推進に必要な事業に関すること。

（郷土文化館）

第８条 小田原市郷土文化館条例（昭和３９年

小田原市条例第１９号）第２条の規定により

設置された小田原市郷土文化館（以下この条

において「郷土文化館」という。）は、生涯

学習部生涯学習政策課に属し、郷土文化館に

郷土文化館担当を置く。

２ 郷土文化館の事務分掌は、次のとおりとす

る。

(1) 郷土文化館の運営管理に関すること。

(2) 郷土文化館の使用許可に関すること。

(3) 郷土文化資料の収集及び調査研究に関す

ること。

（尊徳記念館）

第９条 小田原市尊徳記念館条例（昭和６２年

小田原市条例第３１号）第２条の規定により

設置された小田原市尊徳記念館（以下この条

において「尊徳記念館」という。）は、生涯

学習部生涯学習政策課に属し、尊徳記念館に
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尊徳記念館担当を置く。

２ 尊徳記念館の事務分掌は、次のとおりとす

る。

(1) 尊徳記念館の運営管理に関すること。

(2) 尊徳記念館の使用許可に関すること。

(3) 二宮尊徳に関する資料の収集、保管及び

展示に関すること。

（青少年相談センター）

第１０条 小田原市青少年相談センター条例

（昭和４４年小田原市条例第５５号）第２条

の規定により設置された小田原市青少年相談

センター（以下この条において「青少年相談

センター」という。）は、生涯学習部青少年

課に属し、青少年相談センターに青少年相談

担当を置く。

２ 青少年相談センターの事務分掌は、次のと

おりとする。

(1) 青少年相談センターの運営管理に関する

こと。

(2) 青少年関係団体に関すること。

（塔ノ峰青少年の家）

第１１条 小田原市塔ノ峰青少年の家条例（昭

和３９年小田原市条例第５８号）第２条の規

定により設置された小田原市塔ノ峰青少年の

家は、生涯学習部青少年課に属する。

（総合文化体育館）

第１２条 小田原市総合文化体育館条例（平成

８年小田原市条例第２０号）第２条の規定に

より設置された小田原市総合文化体育館は、

生涯学習部スポーツ課に属する。
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（小田原テニスガーデン）

第１３条 小田原テニスガーデン条例（平成９

年小田原市条例第４号）第２条の規定により

設置された小田原テニスガーデンは、生涯学

習部スポーツ課に属する。

（図書館）

第１４条 小田原市図書館条例（昭和３４年小

田原市条例第２１号）第１条第１項の規定に

より設置された図書館は、生涯学習部に属し、

図書館に次の担当を置く。

管理担当 サービス担当

２ 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 図書館活動の総合的企画及び調査に関す

ること。

(2) 図書館の運営管理に関すること。

(3) 図書館協議会に関すること。

(4) 図書館関係機関及び図書館関係団体との

連絡及び調整に関すること。

(5) 図書館資料の選択、整理及び保管に関す

ること。

(6) 図書館資料の利用のための相談、閲覧及

び貸出しに関すること。

(7) 図書館資料の調査及び研究に関すること。

(8) 自動車文庫の運営に関すること。

(9) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(10) 児童室の運営に関すること。

(11) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、展

示会その他各種集会に関すること。

(12) 読書団体等の指導及び育成に関するこ

と。

(13) 市史に関すること。

（小田原文学館）
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第１５条 小田原文学館条例（平成６年小田原

市条例第２２号）第２条により設置された小

田原文学館は、図書館に属する。

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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小田原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一部を改正する規則

［改正理由］

組織機構の再編整備に伴う所要の整備を行うため改正する。

［内 容］

１ 教育委員会事務局の組織に関する規定の整備（第２条、第４条及び第５条関

係）

(1) 学校教育部の組織の変更

学校教育部の名称を教育部に変更することとし、当該部に置く課等を次のよ

うに変更することとする。

改 正 後 改 正 前

教育総務課 総務係 施設係

保健給食課 保健係 給食係

教育指導課 指導係 相談係 学事係

教職員係

教育総務課 総務担当 施設担当

学校教育課 学事担当 教職員担当

保健担当 給食担当

教育指導課 指導担当 相談担当

(2) 生涯学習部の廃止

スポーツ及び文化に関する事務を市長が管理し、及び執行することとされる

ことに伴い、生涯学習部を廃止することとする。

２ 課の事務分掌に関する規定の整備（第３条関係）

(1) 学校教育部の課の事務分掌の変更

学校教育課の分掌する事務のうち次に掲げる事務を教育指導課に移管するこ

ととするとともに、学校教育課の名称を保健給食課に変更することとする。

ア 県費負担教職員の服務の監督及び任免その他の人事に係る内申に関するこ

と。

イ 幼稚園長、幼稚園教諭の服務の監督に関すること。

ウ 県費負担教職員の福利厚生に関すること。

エ 学級編制に関すること。

オ 学齢簿の編成、整備及び保管に関すること。

カ 園児の入園及び退園に関すること。

キ 学齢児童及び学齢生徒の就学に関すること。
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ク 児童及び生徒の入学、転学及び退学に関すること。

ケ 私立幼稚園との連絡調整に関すること。

コ 児童及び生徒の就学援助並びに幼児の就園奨励に関すること。

サ 奨学基金に関すること。

(2) 生涯学習部の廃止に伴う規定の整備

生涯学習部の廃止に伴い、その事務分掌に係る規定を削除することとする。

［適 用］

平成２３年 ４ 月 １ 日



議案第７号

小田原市教育委員会文書管理規則の一部を改正する規則

小田原市教育委員会文書管理規則の一部を改正する規則について、小田原市教育

委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１５号の規定に基づき、議

決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男
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小田原市教育委員会文書管理規則の一部を改正する規則

小田原市教育委員会文書管理規則（平成１５年小田原市教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。

改 正 後 改 正 前

小田原市文書管理規程（昭和４５年小田原市

訓令第１号）の規定は、教育委員会における文

書の取扱いについて準用する。この場合におい

て、文書の記号に用いる主管課の略字は、次の

とおりとする。

課等名 略字

教育総務課 教総

保健給食課 教保

教育指導課 教指

教育研究所 教研

小田原市文書管理規程（昭和４５年小田原市

訓令第１号）の規定は、教育委員会における文

書の取扱いについて準用する。この場合におい

て、文書の記号に用いる主管課の略字は、次の

とおりとする。

課、館等名 略字

教育総務課 教総

学校教育課 教学

教育指導課 教指

教育研究所 教研

生涯学習政策課 教生

郷土文化館 教生郷

尊徳記念館 教生尊

青少年課 教青

青少年相談センター 教青相

文化財課 教文

スポーツ課 教ス

生涯学習センター 教生セ

図書館 図

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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小田原市教育委員会文書管理規則の一部を改正する規則

［改正理由］

組織機構の再編整備に伴う所要の整備を行うため改正する。

［内 容］

教育委員会事務局の組織が変更され、学校教育課の名称が保健給食課に変更され

ることに伴い、当該課の文書の記号に用いる略字を次のように変更することとする

ほか、生涯学習部の廃止に伴う規定の整備を行うこととする。（本則関係）

改 正 後 改 正 前

教 保 教 学

［適 用］

平成２３年 ４ 月 １ 日



議案第８号

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正す

る規則

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規

則について、小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第

１５号の規定に基づき、議決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男
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小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原市教育委員会規

則第４号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1) （略）

(2) 副部長 職名規則別表第２に規定する副

部長をいう。

(3) 管理監 職名規則別表第２に規定する管

理監をいう。

(4) 課長 職名規則別表第１に規定する課長

及び職名規則別表第２に規定する担当課長

をいう。

(5)・(6) （略）

(7) 指導主事 職名規則別表第２に規定する

指導主事をいう。

(8) 副課長 職名規則別表第２に規定する副

課長及び担当副課長をいう。

(9) 園長 学校組織規則第１３条第１項に規

定する園長をいう。

(10) 専門監 職名規則別表第２に規定する

専門監をいう。

(11) 係長 職名規則別表第１に規定する係

長をいう。

(12) 副園長 学校組織規則第１３条第１項

に規定する副園長をいう。

（付議事項）

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1) （略）

(2) 次長 職名規則別表第２に規定する次長

をいう。

(3) 参事 職名規則別表第２に規定する参事

をいう。

(4) 課長 職名規則別表第１に規定する課長

及び館長並びに職名規則別表第２に規定す

る担当課長をいう。

(5)・(6) （略）

(7) 課長補佐 職名規則別表第２に規定する

課長補佐及び館長補佐をいう。

(8) 主幹 職名規則別表第２に規定する主幹

をいう。

(9) 担当主査 職名規則別表第１及び別表第

２に規定する担当主査をいう。

(10) 園長 学校組織規則第１３条に規定す

る園長をいう。

（付議事項）
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第３条 次に掲げる事項は、教育委員会会議に

付さなければならない。

(1) （略）

(2) 教育長並びに部長、副部長、管理監、課

長、指導主事、副課長、専門監、係長、社

会教育主事、園長及び副園長の任免、分限

及び懲戒に関すること。

(3)～(19) （略）

（教育長の専決）

第５条 教育長は、前２条に規定するものを除

き、次の各号に掲げる事項を専決することが

できる。

(1) 教育長並びに部長、副部長、管理監、課

長、指導主事、副課長、専門監、係長、社

会教育主事、園長及び副園長を除く教育委

員会職員の任免、分限及び懲戒に関するこ

と。

(2)～(5) （略）

２ （略）

第３条 次に掲げる事項は、教育委員会会議に

付さなければならない。

(1) （略）

(2) 教育長並びに部長、次長、参事、課長、

課長補佐、主幹、担当主査、指導主事、社

会教育主事及び園長の任免、分限及び懲戒

に関すること。

(3)～(19) （略）

（教育長の専決）

第５条 教育長は、前２条に規定するものを除

き、次の各号に掲げる事項を専決することが

できる。

(1) 教育長並びに部長、次長、参事、課長、

課長補佐、主幹、担当主幹、指導主事、社

会教育主事及び園長を除く教育委員会職員

の任免、分限及び懲戒に関すること。

(2)～(5) （略）

２ （略）

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則

［改正理由］

職制の変更に伴う所要の整備を行うため改正する。

［内 容］

職制の変更に伴い、教育委員会会議の付議事項及び教育長の専決事項に係る規定

を整備することとする。（第３条及び第５条関係）

［適 用］

平成２３年 ４ 月 １ 日



議案第９号

小田原市教育委員会教育長の職務の代理に関する規則の一部を改正する規則

小田原市教育委員会教育長の職務の代理に関する規則の一部を改正する規則につ

いて、小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１５号

の規定に基づき、議決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男
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小田原市教育委員会教育長の職務の代理に関する規則の一部を改正する規則

小田原市教育委員会教育長の職務の代理に関する規則（平成１５年小田原市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第２０条第２項

の規定に基づき、教育長に事故があるとき又は

教育長が欠けたときにおいて、その職務を代理

する事務局の職員は、次の各号に掲げる者とし、

その順序は、当該各号の順序による。

(1) 教育部長

(2) 教育部副部長

(3) 教育部管理監

(4) 教育部教育総務課長

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第２０条第２項

の規定に基づき、教育長に事故があるとき又は

教育長が欠けたときにおいて、その職務を代理

する事務局の職員は、次の各号に掲げる者とし、

その順序は、当該各号の順序による。

(1) 学校教育部長

(2) 生涯学習部長

(3) 学校教育部次長

(4) 生涯学習部次長

(5) 学校教育部教育総務課長

(6) 生涯学習部生涯学習政策課長

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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小田原市教育委員会教育長の職務の代理に関する規則の一部を改正する規則

［改正理由］

組織機構の再編整備に伴う所要の整備を行うため改正する。

［内 容］

教育委員会事務局の組織が変更されることに伴い、教育長に事故があるとき又は

教育長が欠けたときにおいてその職務を代理する事務局の職員及びその順序を次の

ように変更することとする。（本則関係）

改 正 後 改 正 前

(1) 教育部長

(2) 教育部副部長

(3) 教育部管理監

(4) 教育部教育総務課長

(1) 学校教育部長

(2) 生涯学習部長

(3) 学校教育部次長

(4) 生涯学習部次長

(5) 学校教育部教育総務課長

(6) 生涯学習部生涯学習政策課長

［適 用］

平成２３年 ４ 月 １ 日



議案第１０号

小田原市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則

小田原市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則について、小田原市教育

委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１５号の規定に基づき、議

決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男
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小田原市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則

小田原市教育委員会職員職名規則（昭和３６年小田原市教育委員会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。

改 正 後 改 正 前

（その他の職名）

第５条 前２条に規定するもののほか、教育委

員会において用いる職名及び職に充てる職員

は、別表第４のとおりとする。

（その他の職名）

第５条 前３条に規定するもののほか、教育委

員会において用いる職名及び職に充てる職員

は、別表第４のとおりとする。

別表第１から別表第４までを次のように改める。

別表第１（第３条関係）

区分 職名 職に充てる職員

部 部長 事務職員又は技術職員

課 課長 事務職員又は技術職員

係 係長 事務職員又は技術職員

園 園長 事務職員

別表第２（第３条関係）

(1)

職名 職に充てる職員

理事 事務職員又は技術職員

(2)

区分 職名 職に充てる職員

副部長部

管理監

事務職員又は技術職員

担当課長

指導主事

副課長

担当副課長

課

専門監

事務職員又は技術職員

係又は係に準ずるところ 主査 事務職員又は技術職員
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主任

技能主査

上級技能主任

技能主任

技能職員

業務主査

上級業務主任

業務主任

業務職員

園 副園長 事務職員

別表第３（第４条関係）

職名 職務内容

理事 事務事業の進行管理及び総合調整に関すること。

部長 １ 上司の職務を補佐すること。

２ 部の基本計画の策定に関すること。

３ 事務事業遂行のために必要な情報の収集、分析及び提供に関す

ること。

４ 部の事務事業の進行管理及び総合調整に関すること。

５ 部の職員の配置調整に関すること。

６ 部の職員の指揮監督に関すること。

７ 部の業務の改善に関すること。

８ 業務を円滑に展開するための環境形成に関すること。

９ 部の職員の能力育成及び啓発に関すること。

副部長 １ 部長の職務を補佐すること。

２ 部長の指示する事務を分担処理すること。

３ 部の事務事業の調整に関すること。

４ 部の基本計画の策定に参画すること。

５ 担当業務の改善に関すること。

６ 業務を円滑に展開するための環境形成に関すること。

管理監 １ 部長の特定職務を補佐すること。

２ 部長の指示する特定事項の調査及び研究に関すること。

３ 担当業務の改善に関すること。

４ 業務を円滑に展開するための環境形成に関すること。

課長 １ 上司の職務を補佐すること。

２ 部の基本計画に基づく課の実施計画の策定に関すること。
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３ 課の予算の執行管理に関すること。

４ 課の事務事業遂行のために必要な情報の収集、分析及び提供に

関すること。

５ 担当の事務分掌に関すること。

６ 課の職員の事務分担及び配置調整に関すること。

７ 課の職員の指揮監督に関すること。

８ 課の業務の改善に関すること。

９ 業務を円滑に展開するための環境形成に関すること。

１０ 課の職員の能力育成及び啓発に関すること。

１１ 課内の秩序維持に関すること。

担当課長 １ 上司の職務を補佐すること。

２ 上司の指示する特定事項の推進及び調整に関すること。

３ 特定事項に係る職員の指揮監督に関すること。

４ 特定事項に係る業務の改善に関すること。

５ 特定事項を円滑に展開するための環境形成に関すること。

６ 特定事項に係る職員の能力育成及び啓発に関すること。

指導主事 １ 上司の職務を補佐すること。

２ 学校の教育に関する専門的事項の指導に関すること。

副課長 １ 課長の職務を補佐すること。

２ 課長の指示する特定事務を処理すること。

３ 課の諸計画の策定に参画すること。

４ 担当業務の改善に関すること。

５ 業務を円滑に展開するための環境形成に関すること。

担当副課長 １ 課長の職務を補佐すること。

２ 課長の指示する特定事項に係る事務を処理すること。

３ 課の特定事項に係る諸計画の策定に参画すること。

４ 担当業務の改善に関すること。

５ 業務を円滑に展開するための環境形成に関すること。

園長 １ 課長の職務を補佐すること。

２ 園の予算の執行管理に関すること。

３ 園の事務事業遂行のために必要な情報の収集、分析及び提供に

関すること。

４ 園の職員の事務分担及び配置調整に関すること。

５ 園の職員の指揮監督に関すること。
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６ 園の業務の改善に関すること。

７ 業務を円滑に展開するための環境形成に関すること。

８ 園の職員の能力育成及び啓発に関すること。

９ 園内の秩序維持に関すること。

専門監 １ 課長の特定職務を補佐すること。

２ 課長の指示する特定事項の調査及び研究に関すること。

３ 担当業務の改善に関すること。

４ 業務を円滑に展開するための環境形成に関すること。

係長 １ 上司の職務を補佐すること。

２ 課の実施計画に基づく係の細部計画の策定に関すること。

３ 事務配分に関すること。

４ 職員の指揮監督に関すること。

５ 課の事務事業遂行のために必要な情報の収集、分析及び提供に

関すること。

６ 担当業務の改善に関すること。

７ 業務を円滑に展開するための環境形成に関すること。

８ 職員の能力育成及び啓発に関すること。

９ 職場環境の整備に関すること。

１０ 係間の相互援助に関すること。

副園長 １ 園長の職務を補佐すること。

２ 事務配分に関すること。

３ 職員の指揮監督に関すること。

４ 園の事務事業遂行のために必要な情報の収集、分析及び提供に

関すること。

５ 担当業務の改善に関すること。

６ 業務を円滑に展開するための環境形成に関すること。

７ 職員の能力育成及び啓発に関すること。

８ 職場環境の整備に関すること。

主査（技能主査及び業務

主査を含む。）

１ 係長の職務を補佐すること。

２ 上司の命を受け、相当困難な分掌事務を処理すること。

３ 事務事業遂行のために必要な情報の収集及び提供に関すること。

主任（上級技能主任、技

能主任、上級業務主任及

び業務主任を含む。）

１ 係長の職務を補佐すること。

２ 上司の命を受け、困難な分掌事務を処理すること。

３ 事務事業遂行のために必要な情報の収集及び提供に関すること。
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別表第４（第５条関係）

区分 職名 職に充てる職員

主事

主事補

事務職

教諭

事務職員

主事

主事補

技術職

栄養士

技術職員

汽缶士

整備員

技能職

調理師

技能職員

用務員

作業員

業務職

給食調理員

業務職員

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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小田原市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則

［改正理由］

組織機構の再編整備及び職制の変更に伴う所要の整備を行うため改正する。

［内 容］

教育委員会事務局の組織及び職制が変更されることに伴い、教育委員会において

用いる職名を次のように変更することとするとともに、新たに設置する職の職務に

係る規定を整備することとする。（別表第１～別表第４関係）

新設する職名 廃止する職名

副 部 長

管 理 監

指 導 主 事

副 課 長

担 当 副 課 長

専 門 監

係 長

上級技能主任

上級業務主任

副 園 長

次 長

参 事

館 長

課 長 補 佐

館 長 補 佐

主 幹

担 当 主 査

分 館 長

上 級 主 査

助 教 諭

自動車運転手

学芸員補助員

［適 用］

平成２３年 ４ 月 １ 日



議案第１１号

小田原市立学校組織規則等の一部を改正する規則

小田原市立学校組織規則等の一部を改正する規則について、小田原市教育委員会

教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１５号の規定に基づき、議決を求

める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男
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小田原市立学校組織規則等の一部を改正する規則

（小田原市立学校組織規則の一部改正）

第１条 小田原市立学校組織規則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第２号）の一部を次のよう

に改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員）

第１３条 市立幼稚園に、次に掲げる職員を置

く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 教諭

(4) 事務職員

(5) 幼稚園医

(6) 幼稚園歯科医

２ 前項第２号の副園長は、特別の事情がある

ときは、置かないことができる。

（小学校等の規定の準用）

第１４条 第５条から第９条まで（第６条を除

く。）の規定は、市立幼稚園について準用す

る。

（職員）

第１３条 市立幼稚園に、園長を置く。

（小学校等の規定の準用）

第１４条 第２条及び第４条から第９条まで

（第６条を除く。）の規定は、市立幼稚園に

ついて準用する。

（小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正）

第２条 小田原市立幼稚園の管理運営に関する規則（昭和５８年小田原市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１１条 削除

（園務主任）

第１１条 幼稚園に園務主任を置く。ただし、

教育委員会が特別の理由があると認める場合

は、この限りでない。

２ 園務主任は、教諭のうちから教育委員会が
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任命する。

３ 園務主任は、園長の命を受け、園務を掌握

する。

（小田原市立学校文書管理規則の一部改正）

第３条 小田原市立学校文書管理規則（平成１５年小田原市教育委員会規則第５号）の一部を次の

ように改正する。

改 正 後 改 正 前

（文書取扱責任者）

第８条 （略）

２ 文書取扱責任者は、事務職員をもって充て

る。

３・４ （略）

（文書取扱責任者）

第８条 （略）

２ 文書取扱責任者は、事務職員又は園務主任

をもって充てる。

３・４ （略）

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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小田原市立学校組織規則等の一部を改正する規則

［改正理由］

組織機構の再編に伴う所要の整備を行うため改正する。

［内 容］

１ 市立幼稚園に副園長を設置するとともに、市立幼稚園に設置する職員について

所要の規定の整備を行うこととする。（改正規則第１条関係）

２ 市立幼稚園における園務主任の職を廃止することとする。（改正規則第２条及

び第３条関係）

［適 用］

平成２３年 ４ 月 １ 日



議案第１２号

小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則につ

いて、小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１５号

の規定に基づき、議決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男
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小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３５年小田原市教育委員会規則第１

号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休暇）

第２４条 職員（校長を含む。以下同じ。）の

休暇（無給休暇を除く。）の承認又は届出の

受理については、校長が行う。ただし、その

承認又は届出の受理が学校の業務の正常な運

営に支障を来すおそれのある場合は、あらか

じめ教育委員会の意見を聴かなければならな

い。

（出張）

第２５条 職員の出張は、校長が命ずる。ただ

し、外国への出張の場合は、あらかじめ教育

長の指示を受けなければならない。

（休暇）

第２４条 職員（校長を含む。以下同じ）の休

暇（無給休暇を除く。）の承認又は届出の受

理については、次の各号に定めるところによ

る。

(1) 校長の休暇が３日を超える場合は、教育

委員会の教育長（以下「教育長」とい

う。）が行う。

(2) 学校の業務の正常な運営に支障を来すお

それのある場合は、教育委員会の意見を聴

いて校長が行う。

(3) 前２号以外の場合は、校長が行う。

（出張）

第２５条 職員の出張は、校長が命ずる。ただ

し、その日数が５日を超える場合は、あらか

じめ教育長の指示を受けなければならない。

２ 校長の宿泊を要する出張は、前項の規定に

かかわらず、教育長が命ずる。

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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小田原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

［改正理由］

神奈川県教育委員会事務決裁規程が一部改正され、教育機関等の長の専決事項が

変更されたことに伴い、本市の校長についてこれに準じた措置を講ずるため改正す

る。

［内 容］

校長は、当該職に係る次の事務を専決するものとする。（第２４条及び第２５条

関係）

(1) 休暇の承認又は届出の受理

(2) 出張の命令

［適 用］

平成２３年 ４ 月 １ 日



議案第１３号

学校教育法施行細則の一部を改正する規則

学校教育法施行細則の一部を改正する規則について、小田原市教育委員会教育長

に対する事務委任等に関する規則第３条第１５号の規定に基づき、議決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男
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学校教育法施行細則の一部を改正する規則

学校教育法施行細則（昭和３０年小田原市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

様式第２６号その２及び第２６号その３を次のように改める。
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様式第２６号（第２８条関係）その２ 通常学級用

（指導に関する記録）
児 童 氏 名 学 校 名 区分 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６

学 級

整理番号

各 教 科 の 学 習 の 記 録 外 国 語 活 動 の 記 録

I 観 点 別 学 習 状 況 観 点 学 年 ５ ６

教科 観 点 学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６

国語への関心・意欲・態度

話す・聞く能力

コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度

書く能力

読む能力

言語についての知識・理解・技能

外国語への慣れ親しみ
国

語

社会的事象への関心・意欲・態度

社会的な思考・判断・表現

言語や文化に関する気

付き

観察・資料活用の技能

社会的事象についての知識・理解

社

会

算数への関心・意欲・態度 総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 記 録

数学的な考え方 学年 学 習 活 動 観 点 評 価

数量や図形についての技能

数量や図形についての知識・理解

算

数

自然事象への関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての知識・理解

３

理

科

生活への関心・意欲・態度

活動や体験についての思考・表現

身近な環境や自分についての気付き

生

活

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

４

音楽表現の技能

鑑賞の能力

音

楽

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

５

図
画
工
作

家庭生活への関心・意欲・態度

生活を創意工夫する能力

生活の技能

家庭生活についての知識・理解

家

庭

運動や健康・安全への関心・意欲・態度

６

運動や健康・安全についての思考・判断 特 別 活 動 の 記 録

運動の技能 内 容 観 点 学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６

健康・安全についての知識・理解

体

育
学級活動

Ⅱ 評 定

学年 教科 国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 家庭 体育
児童会活動

３

４
クラブ活動

５

６
学校行事
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児 童 氏 名

行 動 の 記 録

項 目 学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 項 目 学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６

基本的な生活習慣 思いやり・協力

健康・体力の向上 生命尊重・自然愛護

自主・自律 勤労・奉仕

責任感 公正・公平

創意工夫 公共心・公徳心

総 合 所 見 及 び 指 導 上 参 考 と な る 諸 事 項

第

１

学

年

第

４

学

年

第

２

学

年

第

５

学

年

第

３

学

年

第

６

学

年

出 欠 の 記 録

区分

学年
授業日数

出席停止・

忌引等の日数

出席しなければ

ならない日数
欠席日数出席日数 備 考

１

２

３

４

５

６
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様式第２６号（第２８条関係）その３ 通常学級用

小 学 校 児 童 指 導 要 録 抄 本

学 籍 に 関 す る 記 録

性別 学 校 名 及 び 所 在 地
氏 名

フリガナ

年 月 日生

現 住 所

児

童
卒 業 年 月 日

指導に関する記録（第６学年）
各 教 科 の 学 習 の 記 録 外 国 語 活 動 の 記 録

Ⅰ 観 点 別 学 習 状 況 観 点 評 価
教科

観 点

Ⅱ

評定

国語への関心・意欲・態度

コミュニケーションへの関心・

意欲・態度

話す・聞く能力

書く能力
外国語への慣れ親しみ

読む能力

言語についての知識・理解・技能
言語や文化に関する気付き

国

語

社会的事象への関心・意欲・態度

社会的な思考・判断・表現 総合的な学習の時間の 記録

観察・資料活用の技能 学習活動 観点 評価

社会的事象についての知識・理解

社

会

算数への関心・意欲・態度

数学的な考え方

数量や図形についての技能

数量や図形についての知識・理解

算

数
特 別 活 動 の 記 録

自然事象への関心・意欲・態度 内 容 観 点 活動の状況

科学的な思考・表現 学級活動

観察・実験の技能 児童会活動

自然現象についての知識・理解 クラブ活動

理

科
学校行事

生活への関心・意欲・態度 行 動 の 記 録

活動や体験についての思考・表現 項 目 行動の状況

身近な環境や自分についての気付き 基本的な生活習慣

生

活
健康・体力の向上

音楽への関心・意欲・態度 自主・自律

音楽表現の創意工夫 責任感

音楽表現の技能 創意工夫

鑑賞の能力 思いやり・協力

音

楽
生命尊重・自然愛護

造形への関心・意欲・態度 勤労・奉仕

発想や構想の能力 公正・公平

創造的な技能 公共心・公徳心

鑑賞の能力

図
画
工
作

総 合 所 見 及 び 指 導 上 参 考 と な る 諸 事 項

家庭生活への関心・意欲・態度

生活を創意工夫する能力

生活の技能

家庭生活についての知識・理解

家

庭

運動や健康・安全への関心・意欲・態度

運動や健康・安全についての思考・判断

運動の技能

健康についての知識・理解

体

育

この抄本の記載は、原本と相違ないことを証明する。

年 月 日

学 校 名

校 長 氏 名

通常学級用
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様式第２６号その５を次のように改める。
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様式第２６号（第２８条関係）その５ 特別支援学級用

小 学 校 児 童 指 導 要 録 抄 本

学 籍 に 関 す る 記 録

学校名及び所在地
性別

氏 名
フリガナ

年 月 日生

現 住 所

児

童

卒 業 年 月 日

指 導 に 関 す る 記 録 （ 第 ６ 学 年 ）

学 習 の 記 録

生

活

図
画
工
作

国

語

体

育

算

数

特
別
活
動

教

科

等

音

楽

自
立
活
動

総合的な

学習の時

間の記録

行動の

記録

総 合 所 見 及 び 指 導 上 参 考 と な る 諸 事 項

この抄本の記載は、原本と相違ないことを証明する。

年 月 日

学 校 名

校 長 氏 名

特別支援学級用
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附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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学校教育法施行細則の一部を改正する規則

［改正理由］

新たな小学校学習指導要領の全面実施に伴う所要の様式の整備を行うため改正す

る。

［内 容］

市立小学校の指導要録及びその抄本の様式を平成２３年度から全面実施される小

学校学習指導要領に対応した様式に変更することとする。（様式第２６号関係）

［適 用］

平成２３年 ４ 月 １ 日



議案第１４号

小田原市総合文化体育館条例施行規則等を廃止する規則

小田原市総合文化体育館条例施行規則等を廃止する規則について、小田原市教育

委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１５号の規定に基づき、議

決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男



小田原市総合文化体育館条例施行規則等を廃止する規則

次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 小田原市総合文化体育館条例施行規則（平成８年小田原市教育委員会規則第１０号）

(2) 小田原テニスガーデン条例施行規則（平成９年小田原市教育委員会規則第６号）

(3) 小田原市営プール条例施行規則（平成１４年小田原市教育委員会規則第１２号）

(4) 小田原市体育指導委員に関する規則（昭和３７年小田原市教育委員会規則第１号）

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

［廃止理由］

小田原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴い、市長が管理し、及

び執行することとなるスポーツ及び文化に関する事務に係る教育委員会規則を廃止する。

［廃止年月日］

平成２３年 ４ 月 １ 日



議案第１５号

校長及び教頭の人事異動の内申について

小田原市立小学校及び中学校の校長及び教頭の人事異動の内申について、小田原

市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第３号の規定に基づき、

議決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男



議案第１６号

教育委員会職員の人事異動について

小田原市教育委員会職員の人事異動について、小田原市教育委員会教育長に対す

る事務委任等に関する規則第３条第２号の規定に基づき、議決を求める。

平成２３年３月２４日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男


